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第1章   中流平野左岸圏域の概要 

1－1  圏域の概要 

1. 圏域内河川の状況 

筑後川
ち く ご が わ

中流平野左岸圏域（以下「左岸圏域」と称す）は、筑後川が夜明
よ あ け

の

狭窄部から筑後平野
ち く ご へ い や

に出た地点から巨
こ

瀬川
せ が わ

が合流する地点までの間において、

筑後川の左岸側に流入する福岡県が管理する河川の流域です。  

左岸圏域内の河川は、筑後川本川に直接流入する井
い

延川
の ぶ が わ

、隈
く ま

上川
のうえがわ

、小
こ

塩
じ お

川
が わ

、

古川
ふ る か わ

、美
み

津留
つ る

川
が わ

の 5 河川と、巨瀬川及び耳
み

納
の う

山地から巨瀬川に流入する山
や ま

曽
そ

谷
た に

川
が わ

、樋ノ口
ひ の ぐ ち

川
が わ

、東本川
ひがしもとがわ

、 堺
さかい

川
が わ

、発心
ほ っ し ん

川
が わ

、三
さ ん

光川
こ う が わ

、藤
ふ じ

町
ま ち

川
が わ

及び不動
ふ ど う

川
が わ

の 9 河川

の計 14 河川があります。  

これらの河川のうち、井延川、隈上川、小塩川及び巨瀬川上流部はうきは

市浮羽町
う き は ま ち

に位置し、美津留川上流部、巨瀬川中流部、山曽谷川及び樋ノ口川

上流部はうきは市吉井町
よ し い ま ち

に位置します。また、美津留川下流部、古川、巨瀬

川中流部、樋ノ口川下流部、東本川及び堺川は久留米市
く る め し

田主丸町
た ぬ し ま る ま ち

に位置し、

巨瀬川下流部、三光川、藤町川、不動川及び発心川は久留米市に位置してい

ます。（表 1-1、表 1-2、図 1-1 参照）  

 

表 1-1 筑後川中流平野左岸圏域内の市町と河川（指定区間） 

関係市町名 市町を流下する河川名 

久留米市 
巨瀬川、不動川、藤町川、三光川、発心川、堺川、 

東本川、樋ノ口川、古川、美津留川 

うきは市 
巨瀬川、樋ノ口川、山曽谷川、美津留川、隈上川、 

小塩川、井延川 
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表 1-2 筑後川中流平野左岸圏域河川(指定区間)諸元 

河川名  

河川区間  県管理

区間延長 

（km）  

流域  

面積

(㎢ ) 上流端  下流端  

①  巨瀬川  
左岸  うきは市浮羽町妹川字元有 3145 番地先  巨瀬川直轄

上流端  
17.1 54.5 

右岸  うきは市浮羽町妹川字下小坪 3545 番地先  

②  不動川  
左岸  久留米市山本町耳納字今泉 1663 番 1 地先  巨瀬川  

合流部  
2.4 2.7 

右岸  久留米市山本町耳納字牛殺 1781 番地先  

③  藤町川  久留米市草野町吉木字上大日 1 番 1 地先の西吉木橋  
三光川  

合流部  
2.2 2.5 

④  三光川  
左岸  久留米市草野町吉木字三光 1231 番 2 地先  巨瀬川  

合流部  
2.7 4.9 

右岸  久留米市草野町矢作字居釜口 1 番地先  

⑤  発心川  
左岸  久留米市草野町紅桃林 34 番 1 地先  巨瀬川  

合流部  
2.1 2.9 

右岸  久留米市草野町紅桃林 91 番 1 地先  

⑥  堺川  
左岸  久留米市草野町紅桃林字早田原 216 番 1 地先  巨瀬川  

合流部  
2.4 2.1 

右岸  久留米市田主丸町中尾字三反田 1368 番 3 地先  

⑦  東本川  
左岸  久留米市田主丸町益生田字稗田屋敷 1636 番 3 地先  巨瀬川  

合流部  
1.5 5.0 

右岸  久留米市田主丸町益生田字姥屋敷 1637 番 1 地先  

⑧  樋ノ口川  うきは市吉井町鷹取字高尾 1511 番 8 地先の玄竹橋  
巨瀬川  

合流部  
1.6 3.2 

⑨  山曽谷川  
左岸  うきは市吉井町福益字森下 235 番 6 地先  巨瀬川  

合流部  
2.1 2.6 

右岸  うきは市吉井町福益字 262 番 5 地先  

⑩  古川  
左岸  久留米市田主丸町船越字千代久西島 1931 番地先  筑後川  

合流部  
9.2 6.3 

右岸  久留米市田主丸町船越字千代久西島 1932 番地先  

⑪  美津留川  うきは市吉井町字小塚 279 番地先の県道橋  
古川  

合流部  
8.9 7.7 

⑫  隈上川  
左岸  うきは市浮羽町田籠字注連原拝床 698 番地先  隈上川直轄

上流端  
10.7 36.7 

右岸  うきは市浮羽町田籠字注連原邸の内 705 番地先  

⑬  小塩川  
左岸  うきは市浮羽町小塩字小園 3763 番 1 地先  隈上川  

合流部  
7.4 22.7 

右岸  うきは市浮羽町小塩字馬場 3397 番地先  

⑭  井延川  うきは市浮羽町山北字琴美ノ江 285 番 4 地先の国道橋  
筑後川  

合流部  
4.0 9.5 
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写真 1-3 不動川 

写真 1-4 藤町川 

写真 1-2 藤波ダム 

写真 1-1 巨瀬川 

2. 圏域内河川概要 

(1)巨瀬川 

巨 瀬川 は 、 耳納
み の う

山 麓を 源 に 発し 、 う き は市 、

久 留 米 市 の 平 野 部 を 貫 流 し て 筑 後 川 左 岸 に 合

流します。  

流域は、筑紫平野の田園地帯が広がり、国道

210 号や JR久大本線
きゅうだいほんせん

が並行し、住宅や事業所も

密集して、周辺地域の産業文化の中心地を形成

しています。  

平成 22 年 3 月に完成した藤波ダムは洪水調節

を主目的とし、平成 29 年 4 月からは放流水を利

用した小水力発電所（うきは藤波発電所）が設

置され、再生可能エネルギー事業として運用開

始されています。  

 

 

 

 

 

 

(2)不動川 

不動川は、耳納山麓を源に発し、久留米市東

部の善導寺町
ぜ ん ど う じ ま ち

中心部を貫流し、巨瀬川に合流し

ています。  

巨瀬 川 の低 平 地 に位 置す る 下流 域 一 帯で は 、

左岸圏域の主要交通幹線道路である国道 210 号

が走り、JR 善導寺駅も存在することから、沿川

には住宅が多く建ち並んでいます。  

 

 

 

(3)藤町川 

藤町川は、耳納山麓を源に発し、久留米市東

部の善導寺町中心部を貫流し、三光川に合流し

ています。  

巨瀬 川 の低 平 地 に位 置す る 下流 域 一 帯に は 、

農地が広がっているほか、左岸圏域の主要交通

幹線道路である国道 210 号が走っていることか

ら、住宅地が形成されています。  
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写真 1-7 堺川 

写真 1-6 発心川 

写真 1-5 三光川 

写真 1-8 東本川 

(4)三光川 

三光川は、耳納山麓を源に発し、久留米市東

部の善導寺町を貫流し、巨瀬川に合流していま

す。  

その流域は、巨瀬川の低平地に位置し、農地

が広がり集落もみられます。  

 

 

 

 

(5)発心川 

発心川は、耳納山麓を源に発し、久留米市東

部の大橋町
お お は し ま ち

を貫流し、巨瀬川に合流しています。 

その流域は、巨瀬川の低平地に位置し、国道

210 号から上流は田畑が広がり、これより下流

は住宅が密集しています。  

 

 

 

 

(6)堺川 

堺川は、耳納山麓を源に発し、久留米市東部

の田主丸町を貫流し、巨瀬川に合流しています。 

その流域は、巨瀬川の低平地に位置し、国道

210 号から上流は田畑が広がり、これより下流

は住宅が密集しています。  

 

 

 

 

(7)東本川 

東本川は、耳納山麓を源に発し、久留米市田

主丸町の南部を貫流し、巨瀬川に合流していま

す。  

その流域は、巨瀬川の低平地に位置し、沿川

は田畑が広がっています。  
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写真 1-9 樋ノ口川 

写真 1-11 古 川 

写真 1-10 山曽谷川 

(8)樋ノ口川 

樋ノ口川は、耳納山麓を源に発し、久留米市

田主丸町とうきは市吉井町の境界を貫流し、巨

瀬川に合流しています。  

その流域は、巨瀬川の低平地に位置し、沿川

は工場地帯が密集しています。  

 

 

 

 

(9)山曽谷川 

山曽谷川は、耳納山麓を源に発し、うきは市

吉井町を貫流し、巨瀬川に合流しています。  

巨瀬 川 の低 平 地 に位 置す る 下流 域 一 帯で は 、

左岸圏域の主要交通幹線道路である国道 210 号

が走り、JR 筑後吉井駅も存在することから、沿

川には住宅が多く立ち並んでいます。  

 

 

 

 

(10)古川 

古川は、久留米市田主丸町の北部を筑後川の

左岸側でほぼ並行して流れ、平坦部を蛇行しな

がら西流し筑後川に合流しています。  

流域のほとんどが水田で、一部集落がみられ

る中を流下しています。  
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写真 1-13 隈上川 

写真 1-15 小塩川 

写真 1-14 合所ダム 

写真 1-12 美津留川 

(11)美津留川 

美津留川は、久留米市田主丸町とうきは市吉

井町の北部で筑後川と巨瀬川の間を流れ、古川

に合流しています。  

沿川は、農地が広がるものの、宅地が密集す

る区間が存在しています。  

 

 

 

 

(12)隈上川 

隈上川は、大分県
お お い た け ん

日田市
ひ た し

前津江町
ま え つ え ま ち

及び大山町
お お や ま ま ち

の奥耳納山地に源を発し、うきは市浮羽町を貫

流し、福岡県が管理する合所ダムを通り小塩川

と合流後、下流の直轄管理区間につながってい

ます。  

沿 川 は 九 州 で も 有 数 な 棚 田 に よ る 農 作 地 域

が広がります。  

合所ダムの設置目的は、かんがい用水並びに

上水道の供給です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)小塩川 

小塩川は、大分県日田市前津江町及び大山町

の奥耳納山地に源を発し、うきは市浮羽町を貫

流し、隈上川に合流しています。  

上流のほたるの里広場は、毎年 5 月下旬から

6 月初旬はホタルが舞う時期です。ホタルの里

小塩地区では、この時期にあわせて  小塩ホタ

ル祭りが行われています。  
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写真 1-16 井延川 

(14)井延川 

井延川は、耳納山地東端の筑後川本川・夜明

狭窄部左岸の山地に発し、谷出口の扇状地を貫

流して筑後川に合流しています。  

JR 久大本線を境に河川の様相は変化し、下流

部 は 小 規 模 河 川 改 修 及 び ほ 場 整 備 事 業 等 に よ

りほぼ改修済みとなっています。  

エリソンオニヅカ橋付近より下流は、両岸に

連 続 的 に 護 岸 整 備 が 施 さ れ 人 工 的 な 河 川 の 様

相となり、一方上流は両岸が土羽により形成さ

れ、草本類が繁茂し、田園の中を流下していま

す。  
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3. 地形・地質 

左岸圏域は、福岡県中南部に位置し、筑後川と耳納山地に囲まれた緑豊か

な自然が多く残っており、筑後川県立自然公園にも指定（筑後川本川及び山

地部）されている地域です。  

 

（1）地形 

左岸圏域の地形は、筑後川に沿ってほぼ帯状に広がる平野部と南部の

丘陵部、山地部に分類されます。平野部は、肥沃な沖積地であり、水田

を中心とした耕作地並びに幾つかの集落で形成されています。丘陵部は、

幾つかの連続した扇状地が重なり合って形成された複合扇状地であり、

果樹園や畑に多く利用されています。山地部は、大きく分けて東西に連

なる鷹取山などの山々から形成される耳納山地と隈上川が貫流する釈迦
し ゃ か

岳
だ け

山地が形成され、このうち耳納山地は耳納断層山地と耳納傾動地塊山

地に分けられ、断層を含む地形となっています。（図1-2参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 筑後川中流平野左岸圏域 地形分類図 

出典）国土交通省 国土調査「20 万分の 1 土地分類基本調査データ」 
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（2）地質 

左岸圏域の地質は、平野部及び丘陵部の大部分では凝灰岩
ぎょうかいがん

を含む「 砂岩
さ が ん

・

頁岩
け つ が ん

」が分布しています。山地部では地質構造が大きく分かれ、古生代の三郡
さ ん ぐ ん

変成岩類
へ ん せ い が ん る い

、中生代の花崗岩類
か こ う が ん る い

、新生代の堆積岩類
た い せ き が ん る い

及び火山岩類
か ざ ん が ん る い

で構成され、

久留米市田主丸町とうきは市吉井町の南部にまたがる耳納山地一帯は、三郡

変成岩類である「 砂質
さ し つ

準片岩
じゅんへんがん

・泥質
で い し つ

準片岩
じゅんへんがん

・ 緑 色
りょくしょく

準片岩
じゅんへんがん

・ 緑 色 岩
りょくしょくがん

」が広く

分布しています。また、鷹取山の北部一帯においては、花崗岩類である「閃
せ ん

雲
う ん

花崗岩
か こ う が ん

・黒雲母
く ろ う ん も

花崗岩
か こ う が ん

」の分布がみられます。  

うきは市浮羽町の南部の巨瀬川上流域・隈上川流域をもつ奥耳納山地一帯

には、新生代の中新世紀後期から鮮
せ ん

新世
し ん せ い

にかけて噴出・堆積した安山岩質
あ ん ざ ん が ん し つ

の

溶岩と火砕岩
か さ い が ん

と考えられる火山岩類である「輝石
き せ き

安山岩
あ ん ざ ん が ん

・角閃
か く せ ん

安山岩
あ ん ざ ん が ん

」が分

布しています。また河川沿いには「変朽安山岩化凝
へんきゅうあんざんがんかぎょう

灰質
か い し つ

角
か く

礫岩
れ き が ん

」が分布して

います。（図 1-3 参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 筑後川中流平野左岸圏域 地質平面図 

出典）国土交通省 国土調査「20 万分の 1 土地分類基本調査データ」 
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4. 気候 

左岸圏域は、ほぼ西九州内陸型気候区に属しており、比較的温暖な気候の

地域です。久留米市津福
つ ぶ く

本町
ほ ん ま ち

にある久留米気象観測所（気象台）における昭

和 51 年から令和 5 年の記録から、年平均気温は 16.6 度、年間降水量が 1,927

㎜となっています。（図 1-4 参照）  

左岸圏域で年間を通じ最も雨の多い時期は、 6,7 月の梅雨期であり、 8,9

月の台風期まで含めた 4 ヶ月間の降水量は年間降水量の約 57%に達していま

す。また、近年では最大時間雨量及び 1 時間 50mm を超える降雨の発生頻度

が増加しており、豪雨等によりたびたび水害に見舞われています。  

（図 1-5 参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 久留米気象台の月降水量及び月平均気温 

（ 昭 和 51 年 ～ 令 和 5 年 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 久留米気象台の 1 時間降水量 50mm 以上の発生頻度と 

発生最大時間雨量の経年変化 

（昭和 51 年～令和 5 年）出典：気象庁気象観測データより
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5. 歴史・文化 

左岸圏域には、歴史や文化、自然に関する観光資源が数多くあります。主

なものとして、筑後川や耳納連山に雄大で美しい自然、片
か た

の瀬
せ

温泉、吉井
よ し い

温

泉及び筑後川温泉など筑後川沿いに分布する温泉、また巨峰・柿などのフル

ーツ狩り、装飾古墳や社寺、久留米市田主丸町のふるさと会館や河童資料館

及びうきは市吉井町の白壁の町並み（写真 1-18）、うきは市浮羽町の調音
ちょうおん

の

滝（写真 1-17）、久留米市の古い町並みが残る草野
く さ の

地区の草野歴史資料館や

大本山善導寺
ぜ ん ど う じ

等があげられます。  

文化財としては、隈上川の最上流にある「平川家くど造り民家」や巨瀬川

流域の「木造
も く ぞ う

阿弥陀
あ み だ

如来
に ょ ら い

立像
り つ ぞ う

」などの国指定文化財をはじめ、「鹿毛家
か げ け

住宅
じゅうたく

」

「須佐能袁
す さ の お

神社
じ ん じ ゃ

」「門注所
もんちゅうじょ

文書
も ん じ ょ

」などの県指定有形文化財、「小椎
こ じ

尾
お

神社
じ ん じ ゃ

旧神像
きゅうしんぞう

敷板
し き い た

」「木彫
もくちょう

阿弥陀
あ み だ

如来
に ょ ら い

坐像
ざ ぞ う

」「御粥
お か ゆ

占い
う ら な い

面
おもて

絵
え

記録
き ろ く

」等の県指定有形民俗文化

財が数多くあります。小塩川上流の岩屋堂
い わ や ど う

では、ホタル発生の時期には、ホ

タル祭り（写真 1-19）が開催されるなど多くの見物客が訪れます。  

また、地元自治体とＮＰＯ等が主体となり、筑後川を核とした地域振興と

自然環境保護の象徴として、「筑後
ち く ご

川
が わ

源流
げんりゅう

の碑
ひ

」（写真 1-20）が建立されて

います。  

以下に圏域内の国・県指定文化財一覧（表 1-3 参照）、位置図（図 1-6 参

照）、一部の概説を示します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-18 白壁の町並み 

写真 1-19 ホタルまつり 

出典）うきは市 HP 

写真 1-20 筑後川源 流
げんりゅう

の碑
ひ

 

出典）筑後川源流プロジェクト会議事務局 

写真 1-17 調 音
ちょうおん

の滝 
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表 1-3 左岸圏域内の国・県指定文化財一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域内の国・県指定文化財一覧】

区分 種別 名称

草野町 国指定 重要文化財（彫刻） 木造阿弥陀如来立像

善導寺町 国指定 重要文化財（建造物） 善導寺（本堂、大門、大庫裏、釜屋、広間、書院、役寮及び対面所、中蔵）

善導寺町 国指定 重要文化財（彫刻） 善導寺三祖堂　木造善導大師坐像

善導寺町 国指定 重要文化財（彫刻） 善導寺三祖堂　木造大紹正宗国師坐像

善導寺町 国指定 重要文化財（書跡） 善導寺 紺紙金泥観普賢経

浮羽町 国指定 重要文化財（建造物） 平川家住宅（主屋、納屋）

吉井町 国指定 重要文化財（考古資料） 筑後国浮羽郡月岡古墳出土品（附　発掘関係書類一冊）　

草野町 国登録 登録有形文化財（建造物） 山辺道文化館（旧中野病院診療棟及び倉庫）

草野町 国登録 登録有形文化財（建造物） 草野歴史資料館（旧草野銀行本店及び門）

浮羽町 国指定 登録有形文化財（建造物）
楠森河北家住宅
（主屋、座敷、新座敷、材木小屋、秤蔵、炭部屋、米蔵・器蔵、味噌部屋）

吉井町 国指定 登録有形文化財（建造物）
南久保田家住宅
（主屋、米蔵、古蔵、ツキアタリ蔵、農業倉庫、味噌部屋、裏門、材木置き場、脇門）

大橋町 県指定 有形文化財（建造物） 石浦大橋

草野町 県指定 有形文化財（建造物） 須佐能袁神社本殿（拝殿及び楼門）

草野町 県指定 有形文化財（建造物） 鹿毛家住宅主屋（表門、蔵、井戸小屋、附 財産目録）

善導寺町 県指定 有形文化財（建造物） 善導寺 経蔵

田主丸町 県指定 有形文化財（彫刻） 木造毘沙門天立像

善導寺町 県指定 有形文化財（工芸） 善導寺 梵鐘

善導寺町 県指定 有形文化財（絵画） 善導寺 紙本著色本朝祖師伝絵詞

吉井町 県指定 有形文化財（工芸） 梵鐘

浮羽町 県指定 有形文化財（古文書） 門注所文書

浮羽町 県指定 有形文化財（古文書） 熊懐家文書

― 国指定 重要無形文化財 久留米絣

田主丸町 県指定 有形民俗文化財 輪蔵（附 経蔵）

浮羽町 県指定 有形民俗文化財 小椎尾神社旧神像敷板ならびに岩屋堂木彫阿弥陀如来坐像

浮羽町 県指定 有形民俗文化財 御粥占い面絵記録（附　御粥箱一箱）

浮羽町 県指定 有形民俗文化財 油絵「元寇」

草野町 国指定 史跡 下馬場古墳

田主丸町 国指定 史跡 田主丸古墳群（田主丸大塚古墳、寺徳古墳、中原狐塚古墳、西館古墳、益生田古墳軍）

吉井町 国指定 史跡 日岡古墳

吉井町 国指定 史跡 屋形古墳群（珍敷塚古墳、鳥船塚古墳、古畑古墳、原古墳）

浮羽町 国指定 史跡 楠名・重定古墳

浮羽町 国指定 史跡 塚花塚古墳

草野町 県指定 史跡 前畑古墳

草野町 県指定 史跡 発心城跡

田主丸町 県指定 史跡 森部平原古墳群

大橋町 県指定 天然記念物 筥崎八幡宮の大イチョウ

草野町 県指定 天然記念物 長岩山のサザンカ自生地

善導寺町 県指定 天然記念物 善導寺の大樟

善導寺町 県指定 天然記念物 善導寺の菩提樹

うきは市 吉井町 県指定 天然記念物 千年の柊

吉井町 国指定 重要伝統的建造物群保存地区 筑後吉井伝統的建造物群保存地区

浮羽町 国指定 重要伝統的建造物群保存地区 新川田篭伝統的建造物群保存地区

出典）郷土の文化財（久留米市HP）
　　　　うきは市内国・県・市指定文化財一覧表（うきは市HP）

無形文化財
民俗文化財

久留米市

うきは市

記念物

久留米市

うきは市

久留米市

分類 関係市町

国
・
県
指
定
文
化
財

有形文化財

久留米市

うきは市

久留米市

うきは市

久留米市

うきは市

構造物群 うきは市
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図 1-6 筑後川中流平野左岸圏域の主な指定文化財位置図 

<主な指定文化財の概要> 

 

久 留 米 市 草 野 町 に あ る 西 向 山 専 念 寺 は 、 浄 土 宗 の

第 二 祖 で 、善 導 寺 開 山 の 聖 光 上 人 の 弟 子 持 願 上 人 が

元 久 元 年 （ 1204） 開 基 し た 寺 と 言 わ れ て い る 。 本 寺

は 「 九 州 の 日 光 」 に 称 さ れ る よ う に 、 本 堂 や 内 陣 は

金 泥 の 柱 、格 天 井 に は 龍 、四 方 に は 極 楽 浄 土 の 壁 画

が 描 か れ て い る 。そ の 中 で 、中 央 の 須 弥 壇 に 安 置 さ

れ て い る の が 、 本 尊 の 阿 弥 陀 如 来 立 像 で あ る 。  

寺 伝 に は 、 恵 信 僧 都 の 作 と 伝 わ り 、 田 主 丸 町 善 院

に あ っ た 古 い 寺 院 の 本 尊 が 移 さ れ た と 言 わ れ て い

る 。  

出 典 ）「 郷 土 の 文 化 財 」 久 留 米 市  

 

 

 

二 百 余 年 前 の 建 築 に か か る と い わ れ る「 く ど 造 り 」

民 家 で 、指 定 さ れ て い る の は 、そ の 住 宅 二 棟 で あ る

が 、付 属 屋 と し て の 堆 肥 小 屋 ・ 馬 屋 な ど が 主 屋 と 一

体 と な っ て い る 。  

部 屋 は 御 前 が 広 く 15 帖 も あ り 、そ の 奥 が 台 所 で あ

る 。 座 敷 は 8 帖 で ト コ を も ち 、 納 戸 は 仕 切 ら れ て 、

中 納 戸 と 奥 納 戸 に 分 け ら れ て い る 。  

ま た 広 い 土 間 に は 「 大 く ど 」 「 い も が ま 」 も 残 っ

て お り 、そ の 他 生 活 用 具 や 農 機 具 な ど 往 時 を 偲 ば せ

る も の が 数 多 く 保 存 さ れ て い る 。  

出 典 ） う き は 市 HP

【②平川家くど造り民家（国指定：重要文化財）】 

【①木造阿弥陀如来立像（国指定：重要文化財）】 
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須 佐 能 袁 神 社 は 耳 納 山 地 の 山 麓 に 建 つ 神 社 で 、 平

家 討 伐 に 軍 功 の あ っ た 竹 井 城 の 草 野 永 平 が 、 建 久 8

年 （ 1197） に 勧 請 し た と い わ れ て い る 。 草 野 家 は 、

天 正 16 年（ 1588）、豊 臣 秀 吉 の 九 州 平 定 の 際 に 滅 亡

し た が 、 以 後 こ の 町 の 氏 神 と し て 祀 り 崇 め て き た 。 

社 名 は 、 祭 神 素 戔 嗚 尊 に 由 来 す る が 、 旧 名 の 祇 園

社 で 呼 ば れ る こ と も 多 く あ る 。  

北 か ら 石 橋 、楼 門 及 び 回 廊 、水 屋 、拝 殿 、庇 ノ 下 、

神 殿 等 が 並 ん で い る 。今 の 社 殿 は 、明 治 14 年（ 1881）

に 起 工 し 、 同 19 年 に 上 棟 し た も の で 、 大 工 総 棟 梁

は 久 留 米 の 岡 崎 吉 兵 衛 が あ た り 、各 建 築 は そ れ ぞ れ

の 棟 梁 が あ た っ た 。 ま た 、 各 所 に 見 ら れ る 彫 刻 は 、

榎 津 の 村 石 繁 造 の 作 に な る 。  

出 典 ）「 郷 土 の 文 化 財 」 久 留 米 市  

 

 

久 留 米 市 草 野 町 は 江 戸 時 代 、 久 留 米 か ら 豊 後 日 田

へ の 街 道 沿 い の 宿 駅 、在 郷 町 と し て 栄 え た と こ ろ で

あ る 。街 道 沿 い に は 、造 り 酒 屋・醤 油 屋・質 屋 な ど 、

30 種 以 上 の 職 種 の 民 家 が 建 ち 並 ん で い た 。そ の 中 で

鹿 毛 家 は 、 江 戸 時 代 か ら 醤 油 醸 造 、 ろ う そ く 製 造 、

質 屋 等 を 幅 広 く 営 む 商 家 で 、盛 時 に は 屋 敷 内 に 数 十

棟 の 蔵 が 並 ん で い た 。  

現 在 残 っ て い る の は 、表 門・主 屋・棟 続 き の 蔵（ 番

屋 、 醤 油 庫 、 石 炭 庫 、 漬 物 納 屋 、 室 庫 ）・ 井 戸 小 屋

な ど で 、そ れ ら の 建 築 年 代 は 確 か な 記 録 は 残 っ て い

な い が 、 外 観 や 家 の 口 伝 か ら 18 世 紀 末 前 後 と 推 定

さ れ る 。  

出 典 ）「 郷 土 の 文 化 財 」 久 留 米 市  

 

 

 

本 仏 寺 の 宝 物 殿 に 矢 田 一 嘯 画 伯 に よ る 油 絵 の 元 寇

に よ る パ ノ ラ マ 画（ 14 枚 1 組 ）が 同 寺 の 寺 宝 館 に 納

め ら れ て い る 。  

矢 田 一 嘯 画 伯 は 、 安 政 5 年 12 月 19 日 、 横 浜 生 ま

れ 、は じ め 日 本 画 を 研 究 し て い た が 、進 ん で 洋 画 を

習 得 す る た め に 渡 米 。ロ サ ン ジ ェ ル ス で パ ノ ラ マ の

技 法 を 学 び 帰 国 。そ の 後 九 州 に 至 り 佐 野 前 励 日 管 上

人 と 出 会 い 、元 寇 記 念 碑 と し て の 亀 山 上 皇 並 び に 日

蓮 聖 人 銅 像 の 建 設 に 献 身 的 に 協 力 。そ の 当 時 に 描 か

れ た も の が 西 身 延 所 蔵 の 歴 史 画 14 枚 で あ っ て 、 現

在 文 化 財 に 指 定 さ れ て い る 。  

出 典 ） う き は 市 HP 

 

 

 

浮 羽 の 地 方 に 最 も 由 緒 深 い 豪 族 で 、 長 岩 城 、 井 上

城 、立 石 城 の 城 主 と し て 星 野 、秋 月 氏 ら と の 戦 い を

繰 り 返 し 、勝 楽 寺 や 溝 尻 天 満 宮 そ の 他 の 社 寺 を 建 立

し て 栄 え た 問 注 所 氏 に 関 す る 古 文 書 で あ る 。  

こ れ は 、 故 河 原 正 人 氏 に よ っ て 収 集 、 保 存 さ れ た

も の で あ る 。  

出 典 ） う き は 市 HP 

 

【④鹿毛家住宅（県指定:有形文化財）】 

【③須佐能袁神社本殿、拝殿及び楼門（県指定：有形文化財）】 

【⑤油絵「元寇」（県指定：有形民俗文化財）】 

【⑥問注所文書（県指定：有形文化財）】 
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こ の 地 に 落 ち の び て 来 た 丹 後 局 は 、 そ の 後 仏 門 に

入 り 「 比 丘 尼 」 と な り 、 開 岩 山 妙 山 庵 （ 現 岩 屋 堂 観

音 堂 の 前 庭 に あ っ た と い う ） と い う 草 庵 を 建 て て 、

源 頼 朝 た ち の 冥 福 を 祈 っ た と い う 。  

こ の 僧 像 ２ 躯 は 恐 ら く 越 生 城 主 か 、 そ の 一 門 の 有

力 者 で 仏 門 に 入 っ て 入 道 と な っ た 者 の 像 と 思 わ れ

る 。  

出 典 ） う き は 市 HP 

 

 

 

 

 

 

元 久 の 頃 （ 1205 頃 ）、 時 の 将 軍 源 頼 朝 の 寵 愛 を う

け て い た 丹 後 局 は 、将 軍 の 死 後 身 の 危 険 を さ け る た

め 、そ の 兄 比 企 判 能 員 の 依 頼 を 受 け た 越 生 越 前 守 広

斉 に 伴 わ れ て 鹿 児 島 の 坊 之 津 に 下 り 、そ の 後 八 代 を

経 て こ の 地 に 落 ち の び て 来 た と い わ れ 、広 斉 は 東 山

（ 現 在 の 烏 岳 ） に 東 山 城 を 築 い て こ の 地 方 を 治 め 、

ま た こ の 小 椎 尾 神 社 も 勧 請 さ れ た と 伝 え ら れ て い

る 。  

出 典 ） う き は 市 HP 

 

 

 

 

 

毎 年 3 月 30 日 、田 篭 諏 訪 神 社 で「 か ゆ 占 い 」の 神

事 が 行 わ れ る 。 こ の 「 か ゆ 占 い 」 は 、 か ゆ に 生 え た

カ ビ の 色 や そ の 生 え 方 で 、そ の 年 の 農 作 物 の 出 来 を

占 う 伝 統 行 事 で 、 江 戸 ・ 天 明 2 年 （ 1782） か ら 現 在

ま で 続 い て い る 。 こ の 「 か ゆ 占 い 」 の 記 録 と 御 粥 箱

は 、 県 指 定 文 化 財 に な っ て い る 。  

 

出 典 ） う き は 市 HP 

 

 

 

 

【⑦木彫阿弥陀如来坐像（県指定：有形民俗文化財）】 

【⑧小椎尾神社旧神像敷板（県指定：有形民俗文化財）】 

【⑨御粥占い面絵記録（県指定：有形民俗文化財）】 
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6. 土地利用 

左岸圏域の土地利用は、平坦部と中山間部に大きく区分され、それぞれ主

に水田地帯、果樹地帯で形成され、一部中山間部では、棚田を利用した稲作

が行われ、美しい景観をつくりだしています。  

平坦部では、地域の東西に流れる筑後川の川沿いには温泉が分布し、平坦

地のほぼ中心を通る国道 210 号沿いには市街地が形成され、各町の中心とし

て行政関連施設や商業施設、住宅などが立地しています。また、農地につい

ては昭和 40 年代に入って、国営の「耳納山麓総合土地改良事業」及び「筑

後川中流 土地改 良事 業」、さ らにそ れら に関連す るほ場 整備 事業等の 農業 基

盤整備が本格的に進められ、生産性の向上に寄与しています。  

中山間部では、農林業を中心とした農山村が形成されています。しかし、

近年、過疎化・高齢化の進行速度や農業の後継者不足など中山間地域をとり

まく環境が変化し、耕作放棄地が増加しています。これらの課題解決に向け、

「中山間地域農業・農村振興支援事業」を活用した取り組みが進められてお

り、地域の特色を生かした発展が期待されます。  

左岸圏域の地目別土地利用の割合は、全面積のうち、宅地が 12%と低いの

に対し、農地が 38%、森林が 43%と高い状況にあります。また 72%が農業振興

地域に指定され、そのうちの 42%が農用地区域であり、都市的土地利用が規

制されています。（図 1-7 参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1-7 筑後川中流平野左岸圏域の土地利用割合  

出 典 ） 国 土 数 値 情 報  土 地 利 用 細 分 メ ッ シ ュ デ ー タ （ R3 年 度 ）  

農地

38%

森林

43％

宅地

12％

河川地及び

湖沼

5%

その他

2%
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7. 自然公園の指定状況 

左岸圏域は、福岡県中南部に位置し、筑後川と耳納山地に囲まれた緑豊か

な自然が多く残っており、筑後川県立自然公園及び耶馬
や ば

日田
ひ た

英彦山
ひ こ さ ん

国定公園

の一部に指定されているとともに、福岡県鳥獣保護区等位置図では、特定猟

具使用禁止区域にも指定されています。（表 1-4、表 1-5、図 1-8 参照）  

 

表 1-4 自然公園一覧表 

種別  公園 名  流域 内 関係 市町  指定 年 月日  備考  

国定 公 園  
耶馬 日 田英 彦山  

国定 公 園  

うき は 市  

（吉 井 町、 浮羽 町 ）  
S25.7.29  

県立  

自然 公 園  

筑後 川  

県立 自 然公 園  

久留 米 市  

（久 留 米市 、田 主 丸 町 ） 
S25.5.13  

 

表 1-5 規制状況一覧表 

規制 項 目  関係 法 令  名称  所在 地  

特定 猟 具（ 銃器 ） 

使用 禁 止区 域  
鳥獣保護及び狩猟に関する法律 

①  久留 米 市東 部  久留 米 市  

②  合所 ダ ム  うき は 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 筑後川中流平野左岸圏域の自然公園・鳥獣保護区等  

出 典 ） 福 岡 県 HP 
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8. 人口・産業経済・交通 

（1）人口 

左岸圏域を構成する市町の人口は、約 29 万人（令和 2 年国勢調査）です。

人口の推移は、平成 17 年にピークを迎え、近年減少傾向にあります。（表

1-6、図 1-9 参照）  

 

表 1-6 圏域内関係市町の人口経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 1-9 圏域内関係市町の人口経年変化 
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第1次産業

6,955人 5%

第2次産業

25,182人

19%

第3次産業

93,749人

72%

分類不能の産業

4,075人 3%

第1次産業

第2次産業

第3次産業

分類不能の産業

（2）産業経済 

左岸圏域の産業は、古くから農林業を基幹産業とし、稲作を中心に林業、

植木・苗木、果樹などの特徴ある第 1 次産業が発展してきました。特に、う

きは市はフルーツ王国とも呼ばれ、ぶどう、桃、梨、柿、いちご等が 1 年を

通じて栽培されています。  

第 2 次産業については製材業、製麺業、醸造業、窯業、こけし・玩具製

造業等の産業をはじめ、吉本
よ し も と

地区工業団地（久留米市田主丸町）、富永
と み な が

工業

団地（うきは市吉井町）、古川工業団地（うきは市浮羽町）及び三春
み は る

工業団

地（うきは市浮羽町）等の整備により、自動車関連産業等の新たな製造業の

誘致が進められてきました。令和 5 年度末には、久留米うきは工業団地の事

業が完了し、より一層就業の場の増大が期待されています。  

第 3 次産業は、時代の変化とともに情報通信業等、様々な業種が増加し

ています。また、地域の特性を生かしたフルーツ狩りや祭り等のイベントを

目的として、近年観光客数が増加傾向です。  

なお、左岸圏域内を構成する市町の総就業人口は、昭和 60 年の 128,073 人から

令和 2 年には 129,961 人となり、約 1,900 人増加しています。一方、産業別に就業

者数の増減をみると、第１次、第２次産業において減少しており、特に第１次産業

において令和 2 年に 6,955 人と、昭和 60 年と比べ約 8,300 人減少しており、就業

者数の減少が顕著になっています。（図 1-10 参照） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数 128,073 人           総数 129,961 人 

【昭和 60 年】            【令和 2 年】 

 

図 1-10 左岸圏域内を構成する市町の産業別就業人口割合  

出典）R2 年国勢調査，S60 年福岡県統計年鑑 

 

 

第1次産業

15,290人 12%

第2次産業

30,580人

24%

第3次産業

82,013人

64%

分類不能の産業

190人 0.15%



第 1章 中流平野左岸圏域の概要 

 

- 21 - 

 

（3）交通 

左岸圏域内の主な交通網は、主要道路として国道 210 号が東西に通り、鉄道は

JR 久大本線が左岸圏域主要都市である久留米市田主丸町、うきは市吉井町、うき

は市浮羽町を通っており、久留米市街地と隣接する大分県日田市を東西に結ぶ交

通の要衝となっています。また、昭和 48 年度より開始された国道 210 号 浮羽バ

イパス事業が進み、国道 210 号における交通混雑の解消や交通安全の確保が期待

されています。（図 1-11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-11 筑後川中流平野左岸圏域 交通網図 
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9. 内水面利用 

左岸圏域の内水面には、「筑後川漁業協同組合」で共同漁業権が設定され

ています。漁業権漁場においては筑後川漁業協同組合が定める遊漁規則があ

り、その中で遊漁ができない場所や期間、採ってはいけない魚の大きさ等を

定めています。左岸圏域の河川のうち、漁業権が設定されている河川は、隈

上川、巨瀬川です。（表 1-7、図 1-12 参照）  

対象水産動物は、「アユ」、「コイ」、「フナ」、「ウナギ」、「ワカサギ」、「ス

ッポン」、「テナガエビ」、「モクズガニ」、「オイカワ」、「ヤマメ」の 10 種で

す。  

 

 

表 1-7 中流平野左岸圏域河川 漁業権設定区間 

河川 名  漁業 権 者  
漁業 権 設定 区間  

上流 端  下流 端  

隈上 川  筑後 川 漁業 協同 組 合  
福岡 県 うき は市 吉 井 町桜 井

長野 橋 下流 側  
筑後 川 合流 点  

巨瀬 川  筑後 川 漁業 協同 組 合  
福岡 県 久留 米市 大 橋 町合 楽  

大橋 下 流側  
筑後 川 合流 点  

 

 

 

 

図 1-12 中流平野左岸圏域の漁業権漁場図 
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1－2 治水と利水の歴史 

1. 治水の歴史 

筑後川は、九州一の大河であり、「筑紫
つ く し

次郎
じ ろ う

」

の異名をとる暴れ川であったため、古くから治

水 や 利 水 に 意 が 注 が れ て い た こ と は 多 く の 古

書に記載があります。  

左岸圏域は、もともと筑後川の氾濫原であ

り、筑後川の洪水時には著しい流路の変化を

もたらしてきました ｡この筑後川の洪水時の氾濫流を、行政区の異なる下流

側に流下させないように「築廻
つ き ま わ

しの土居（築廻堤
つきまわしてい

）」（写真 1-21 参照）が構

築されました。このため、洪水時には上下流の集落において利害の対立が繰

り返され、歴史的にその上下流の住民にとって、重要な意味を持っています｡ 

また、本堤が破堤した場合に、洪水氾濫の拡大を防ぎ被害を最小限にとど

める役割を果たす「二線堤
に せ ん て い

」が巨瀬川と古川の左岸に設置され、氾濫流制御

の機能を有する治水施設として今も現存しています。  

近年では、平成 22 年 3 月に洪水調節を目的として、巨瀬川上流に藤波ダ

ムが建設されました。  

2. 利水の歴史 

左岸圏域は、もともと筑後川の氾濫原であり、自然堤防の発達によって形

成された微高地でした。そのため、常時は筑後川の水位が地盤より低く、直

接筑後川から取水ができなかったため、利水が極めて不便な地域でした。  

江戸初期、この状況を案じた五人の庄屋衆（以後、五庄屋
ご し ょ う や

と呼ぶ）等地元

住民の請願によって、寛文 4 年（ 1664 年）、久留米藩の藩営事業として、現

在のうきは市浮羽町に大石堰
お お い し ぜ き

（写真 1-22 参照）や用水路が完成しました。

ま た 、 こ の 事 業 よ り 後 の 寛文
か ん ぶ ん

13 年 (1673) に は 、 大 庄 屋 で あ っ た

田代弥三左衛門重栄
た し ろ や そ ざ え も ん し げ よ し

と又左衛門重仍
ま た ざ え も ん し げ よ り

父子（以後、田代家と呼ぶ）によって、

袋野堰
ふ く ろ の ぜ き

と用水路が建設されました。藩政時代における農業用水の開発史とし

て広く知られ、現在に至ってもその一部は使用されています。なお、先人の

偉業を称えて、五庄屋は長野
な が の

水
す い

神社
じ ん じ ゃ

並びに田代家は田
た

栄
さ か

神社（写真 1-23 参

照）に祀られています。  

近代においては、昭和 40 年代から実施された国営「耳納山麓総合土地改

良事業」による、かんがい用水と福岡都市圏への水道用水の確保のため、平

成 2 年に隈上川上流に合所ダムが建設されました。  

 

 

 

 

 

 

写真 1-22 大石堰
おおいしぜき

 写真 1-23 田
た

栄
さか

神社 

写真 1-21 築廻堤
つきまわしてい
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写真 2-1 現状の治水対策 

第2章   河川の現状と課題 

2－1 治水の現状と課題 

左岸圏域では、昭和 28 年 6 月、昭和 44 年 6 月等の浸水被害を受けて、洪

水被害軽減対策として局部的な改修を実施し現在に至っていますが、近年で

も平成 24 年 7 月洪水、令和元年 8 月洪水、令和 5 年 7 月洪水等により、巨

瀬川、古川、不動川、藤町川及び山曽谷川等において浸水被害が発生してい

ます。  

左岸圏域の治水事業では、平成 22 年 3 月に巨瀬川上流に建設された藤波

ダムが、巨瀬川の洪水対策や既得用水供給、河川流況の安定化に寄与してい

ます。（写真 2-1 参照）  

巨瀬川では、昭和 28 年 6 月洪水による既往最大規模の浸水被害に鑑み、

昭和 37 年に田主丸町中央橋付近より上流の区間で改修工事に着手していま

す。  

また、石王地区から上流の古川と美津留川では、国営かんがい排水事業の

着手に伴い、石王樋門及び古川放水路並びに石王堰上流 900ｍの古川の改修

工事に着手し、河積の拡大を行ってきました。一方、古川下流部の八幡排水

機場より上流では、現況流下能力が小さいため浸水被害が生じており、平成

9 年から改修工事に着手しています。  

不動川及び藤町川では、度重なる浸水被害を軽減・防止するため、平成 20

年度より総合流域防災事業に着手し、平成 29 年に不動川に洪水調節池が、

令和 4 年度に藤町川に藤町川樋門が完成しました。（写真 2-1 参照）  

治水安全度の更なる向上のためには、今後も引き続き洪水対策を実施する

必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤波ダム（巨瀬川） 不動川調節池（不動川） 

藤町川樋門（藤町川） 
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不動川 

古川 

山曽谷川 
巨瀬川 

藤町川 

写真 2-2 近年の浸水被害の状況 

 

左岸圏域においては、これまでも継続して治水対策が行われてきましたが、

気候変動による降雨量の増加等に伴い、近年、度重なる豪雨災害に見舞われ

ています。特に、令和 5 年 7 月豪雨では、巨瀬川をはじめ圏域内の多くの河

川において浸水被害等が発生しました（表 2-1 参照）。今後も、想定を上回

る洪水（超過洪水）が発生する可能性が高く、十分な安全性を確保するには

かなりの時間を要することが予想されます。このため、河川管理者、関係機

関が連携・協力して、洪水氾濫が発生することを想定した減災のための目標

を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することが求め

られています。  

さらに、気候変動の影響や社会状況の変化等を踏まえ、あらゆる関係者が

協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策である「流域治水」の取り組

みを計画的に推進し、加速させていく必要があります（写真 2-2 参照）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巨瀬川浸水状況（令和 5 年 7 月豪雨） 

古川浸水状況（平成 24 年 7 月豪雨） 不動川浸水状況（平成 24 年 7 月豪雨） 

藤町川浸水状況（令和 5 年 7 月豪雨） 

山曽谷川浸水状況（令和元年 8 月豪雨） 
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表 2-1 近年の主要な洪水とその被害（昭和 44 年～令和 5 年）  

洪水発生年月日  降雨下原因  河川名  水害原因  
浸水面積  浸水家屋数（戸）  

（ha）  床下  床上  合計  

S44.6.20～ 7.14 梅雨前線豪雨  

巨 瀬川  破 堤、 洪 水  1259.00  1,060  695  1,755  

藤 町川  土 石流  48.40  - - 0  

三 光川  土 石流  55.60  - - 0  

堺 川  洪 水  50.00  - - 0  

東 本川  洪 水  30.00  - - 0  

樋 ノ口 川  洪 水  50.00  - - 0  

美 津留 川  洪 水  100.00  - - 0  

隈 上川  溢 水  467.00  187  123  310  

S48.6.18～ 7.5 豪雨  

巨 瀬川  内 水、浸水 、溢水  187.80  247  1  248  

不 動川  溢 水  1.40  10  6  16  

山 曽谷 川  内 水  6.00  15  - 15  

古 川  溢 水  151.00  10  - 10  

隈 上川  浸 水  1.80  6  - 6  

井 延川  浸 水  3.30  8  - 8  

S50.6.3～ 7.18 豪雨  井 延川  有 堤部 溢 水  70.00 - - 0  

S54.6.13～ 8.8 豪雨  

巨 瀬川  内 水  409.60  28 5 33  

山 曽谷 川  内 水  0.20  3  - 3  

古 川  内 水  113.40  - - 0  

美 津留 川  内 水  157.00  28  5  33  

井 延川  無 堤部 溢 水 、内水  167.30  31  - 31  

S55.6.1～ 8.8 豪雨  

巨 瀬川  
内 水、破堤 、有堤

部 溢水  
389.40  48  - 48  

山 曽谷 川  内 水  1.10  9  1  10  

古 川  有 堤部 溢 水 、内水  181.00  - - 0  

美 津留 川  
有 堤部 溢 水 、無堤

部 浸水 、 内 水  
77.40  8  - 8  

隈 上川  内 水  0.80  15  - 15  

小 塩川  土 石流  0.70  0  - 0  

井 延川  内 水  131.90  8  - 8  

S56.6.22～ 7.16 
豪雨、落雷と  

台風第 5 号  

巨 瀬川  内 水  337.50  13  - 13  

古 川  有 堤部 溢 水 、内水  141.00  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水 、内水  39.00  - - 0  

井 延川  内 水  141.00  - - 0  

S57.7.5～ 8.3 
豪雨、落雷  

風浪と台風第 10 号  

巨 瀬川  内 水  296.40  14  - 14  

古 川  有 堤部 溢 水 、内水  65.60  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水 、内水  167.70  - - 0  

S58.5.24～ 7.28 豪 雨  

巨 瀬川  内 水  45.60  5  - 5  

古 川  内 水  49.40 - - 0  

美 津留 川  内 水  11.90 - - 0  

S59.8.17～ 8.23 台 風 10 号  巨 瀬川  内 水  27.60  - - 0  

S60.6.27～ 7.24 豪雨及び台風第 6 号  

巨 瀬川  内 水  395.10  6  - 6  

不 動川  内 水  2.00  2  - 2  

山 曽谷 川  内 水  4.20  8  - 8  

古 川  内 水  106.30  - - 0  

美 津留 川  内 水  70.90  1 - 1  

S61.6.15～ 7.21 梅 雨 前 線 豪 雨  不 動川  内 水  0.41  26  - 26  

S62.7.11～ 8.8 
豪雨、台風第 5 号  

及び落雷  

古 川  有 堤部 溢 水  43.00  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水  1.00  - - 0  

S62.8.21～ 8.27 豪 雨 、 落 雷  巨 瀬川  有 堤部 溢 水  7.00  - - 0  

S63.6.1～ 6.6 豪雨、落雷  古 川  有 堤部 溢 水  20.00 - - 0  

S63.6.7～ 7.29 豪雨 (梅雨 ) 

巨 瀬川  有 堤部 溢 水  7.00  - - 0  

山 曽谷 川  有 堤部 溢 水  0.05 2 - 2 

古 川  有 堤部 溢 水  30.00  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水  1.03  1  - 1  

H1.6.8～ 7.18 豪 雨 (梅 雨 )、 風 浪  古 川  有 堤部 溢 水  20.00  - - 0  

H1.8.3～ 9.18 豪雨、落雷  

巨 瀬川  有 堤部 溢 水  7.00  - - 0  

古 川  有 堤部 溢 水  34.00  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水  4.00  - - 0  

H1.9.17～ 9.22 豪雨、台風 22 号  
古 川  有 堤部 溢 水  29.00  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水  4.00  - - 0  

H2.6.2～ 7.22 豪雨 (梅雨 )、落雷  

巨 瀬川  有 堤部 溢 水  27.40  - - 0  

不 動川  内 水  0.15  1  - 1  

藤 町川  内 水  7.08  4  - 4  

三 光川  内 水  36.00  - - 0  

発 心川  内 水  34.00  - - 0  

古 川  有 堤部 溢 水  40.00  - - 0  

美 津留 川  有 堤部 溢 水  17.50  - - 0  

H5.8.13～ 8.23 豪雨及び落雷  
不 動川  内 水  0.40  23  - 23  

古 川  無 堤部 浸 水  33.30  - - 0  

美 津留 川  無 堤部 浸 水 、内水  5.30  - - 0  

H7.4.29～ 5.2 豪雨  

巨 瀬川  内 水  195.73  125  18  143  

山 曽谷 川  土 石流  5.50 34 8 42 

古 川  内 水  98.70  - - 0  

H7.6.30～ 7.6 豪雨  
巨 瀬川  内 水  44.41  - - 0  

古 川  内 水  25.95  - - 0  

隈 上川  内 水  0.50  6  - 6  

H21.7.17～ 7.30 梅雨前線豪雨  不 動川  内 水  0.55 14 10 24 

H24.6.29～ 7.8 梅雨前線豪雨  

巨 瀬川  内 水  0.49  42  7  49  

樋 ノ口 川  内 水  0.02  2  - 2  

山 曽谷 川  内 水  0.42  37  5  42  

美 津留 川  内 水  0.06  5  2 7  

隈 上川  内 水  0.17  17  - 17  

小 塩川  無 堤部 浸 水  0.01  1  - 1  

井 延川  内 水  0.17  17  - 17  
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出 典 ） 水 害 統 計 より抜 粋  

※R4～ R5 は福 岡 県 調 査 より 

 

 

 

 

 

洪水発生年月日  降雨下原因  河川名  水害原因  
浸水面積  浸水家屋数（戸）  

（ha）  床下  床上  合計  

H24.7.10～ 7.23 梅雨前線豪雨  

巨 瀬川  
有 堤部 溢 水 、無 堤

部 浸水 、 内 水  
3.03  191  28  219  

不 動川  無 堤部 浸 水 、内 水  1.45  84  12  96  

三 光川  無 堤部 浸 水  0.03  2  - 2  

東 本川  無 堤部 浸 水  0.09  6  - 6  

山 曽谷 川  内 水  0.52  42  10  52  

美 津留 川  内 水  0.01  1  - 1  

隈 上川  有 堤部 溢 水  0.97  52  43  95  

小 塩川  有 堤部 溢 水  0.20  14  4  18  

井 延川  有 堤部 溢 水  0.30  23  7  30  

H30.6.26～ 7.9 
梅雨前線豪雨及び台

風 7 号  

巨 瀬川  内 水  1.69  2  - 2  

不 動川  内 水  84.72  50 28 78  

R1.7.17～ 7.23 
梅雨前線豪雨及び台

風 5 号  

巨 瀬川  内 水  113.51  11  28  39  

藤 町川  内 水  3.51  1  - 1  

R1.8.24～ 8.30 豪雨  
巨 瀬川  内 水  47.00  8 9 17  

藤 町川  内 水  1.29 1 1 2 

山 曽谷 川  内 水  5.29  5  - 5  

R2.6.30～ 7.14 梅雨前線豪雨  

巨 瀬川  内 水  614.87  34  7 41  

発 心川  内 水  46.50  2 - 2  

古 川  内 水  338.45  - - 0  

R3.8.11～ 8.19 豪雨及び秋雨前線豪雨 山 曽谷 川  無 堤部 溢 水  0.01 1 - 1 

R4.8.24～ 8.25 豪雨  

発 心川  内 水  466.69 11 1 12 

東 本川  内 水  221.16 15 - 15 

山 曽谷 川  内 水  0.10 4 - 4 

美 津留 川  無 堤部 溢 水 、内 水  0.25 2 1 3 

R4.9.17～ 9.19 台風 14 号及び豪雨  発 心川  内 水  65.03 - - 0 

R5.7.9～ 7.10 梅雨前線豪雨  

巨 瀬川  越 水、 溢 水  294.00 753 469 1222 

不 動川  溢 水、 内 水  35.00 80 116 196 

藤 町川  溢 水、 内 水  25.00 50 24 74 

三 光川  溢 水、 内 水  2.00 3 - 3 

発 心川  溢 水、 内 水  4.00 - - 0 

堺 川  溢 水、 内 水  4.00 - 1 1 

東 本川  溢 水、 内 水  18.00 - - 0 

樋 ノ口 川  溢 水、 内 水  0.40 - - 0 

山 曽谷 川  溢 水、 内 水  47.00 185 42 227 

古 川  溢 水、 内 水  334.00 104 65 169 

美 津留 川  溢 水、 内 水  82.00 26 15 41 

井 延川  溢 水、 内 水  72.00 5 0 5 
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2－2 河川利用の現状と課題 

1. 水利用 

左岸圏域では ダムや 堰が設けられ 、河川 水はかんがい 用水や 生活用水の

重要な水源となっています。  

隈上川では、 合所ダ ムにより、下 流域に おいてかんが い用水 として、ま

た、福岡地区水 道企 業団及び福岡県 南広 域水道企業団の 水道 用水として利

用されています。  

また、巨瀬川 では、 藤波ダムによ り、下 流域において かんが い用水とし

て利用されています。  

 

2. 河川空間利用 

左岸圏域では、美津留川、隈上川、小塩川、巨瀬川、山曽谷川及び藤波

ダム周辺に河川公園等が整備され、地域住民の憩いの場となっています。

小塩川上流部の公園施設は、子どもの遊び場として利用されるとともに、

公園付近に水辺への階段などを設け、公園と川との一体的な利用が可能と

なっています。また、小塩地区では６月上旬にホタル祭が開催され、筑後

川本川でも花火大会やイベントの場として多様な利用が行われており、周

辺地域や他県から大勢の見物客で賑わっています。（写真 2-3 参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-3 河川空間利用の状況 

河川公園（美津留川） 吉井百年公園（山曽谷川） 

藤波ダム公園（巨瀬川） 調音の滝公園流水プール（巨瀬川） 

出典）うきは市 HP 
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2―3 河川環境の現状と課題 

1. 自然環境・河川環境 

左岸圏域では、井延川下流が耶馬日田英彦山国定公園（昭和 25 年 7 月 29

日指定）の一部に、巨瀬川及び巨瀬川支川の上流が筑後川県立自然公園（昭

和 25 年 5 月 13 日指定）の一部に指定されており、豊かな自然環境を呈して

います。  

左岸圏域河川上流の山間部には、スギ・ヒノキの植林地が広がり、中・下

流域の周辺には落葉果樹園や水田が広がります。また、河川沿いにヤナギ林

や竹林等の樹林が点在するほか、川辺にはヨシが、水中にはヤナギモやフサ

モ等が生育しています。  

これらの環境に応じ、左岸圏域内の河川に生息する生物は、ヤマメ、タカ

ハヤ、ドンコ、オイカワ、ヨシノボリ類、タナゴ類等の多くの魚類をはじめ、

カワセミ、ヤマセミ、カワガラス、カササギ等の鳥類、アカハライモリ、ツ

チガエル、ニホンアマガエル、ニホンヤモリ、ニホントカゲ、シマヘビ等の

両生・爬虫類、トンボ類、チョウ類、バッタ類、甲虫類、ハチ類等の数多く

の昆虫類などが生息しています。（表 2-2、写真 2-4 参照）  

環境省では、国内外の絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するため、

平成 5 年 4 月に種の保存法 ※ 1 が施行されました。種の保存法では、「国内希

少野生動植物種 ※ 2」を保全・再生するために必要な措置を定めております。 

福岡県では、「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を令和 3 年

5 月に施行し、県、市町村、事業者及び県民等が一体となった「指定希少野

生動植物種 ※ 3」の保護の取り組みを進めています。本圏域では「国内希少野

生動植物種」及び「指定希少野生動植物種」に指定されているセボシタビラ

が巨瀬川で確認されております。なお、これまでの生物調査により、表 2-2

に示す希少な動植物が確認されています。  

このような多様な生物の生息・生育の場となっている瀬や淵、水際部等の

河川環境を保全・再生し、豊かな生態系を維持するとともに、河川全体の自

然の営みを視野に入れた河川整備が求められます。  

一方、左岸圏域では、在来の生物に悪影響があると考えられる外来生物 ※ 4、

特に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（「外来

生物法 ※ 5」2005 年施行）」に指定された特定外来生物 ※ 6 として、魚類ではブ

ルーギル、オオクチバスの 2 種、底生動物ではアメリカザリガニの 1 種、植

物ではオオフサモ、オオキンケイギクの 2 種が確認されています。  

これらの外来生物の存在は、河川固有の生態系や環境を損なうなど、河川

における生物多様性の低下を招く場合があることから、関係機関と連携し適

正な対応を行う必要があります。  
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もともと、その地 域 にいなかった生 物 が、人 間 の活 動 によって他 地 域 から入 ってきた生 物 を指 します。 

この法 律 は、特 定 外 来 生 物 の飼 養 、栽 培 、保 管 又 は運 搬 (以 下 「 飼 養 等 」 という。)、輸 入 その他 の取 扱 いを

規 制 するとともに、国 等 による特 定 外 来 生 物 の防 除 等 の措 置 を講 ずることにより、特 定 外 来 生 物 による生 態 系

等 に係 る被 害 を防 止 し、もって生 物 の多 様 性 の確 保 、人 の生 命 及 び身 体 の保 護 並 びに農 林 水 産 業 の健 全 な

発 展 に寄 与 することを通 じて、国 民 生 活 の安 定 向 上 に資 することを目 的 とする法 律 です。 

特 定 外 来 生 物 とは、もともと日 本 にいなかった外 来 生 物 のうち、生 態 系 などに被 害 を及 ぼす生 物 を、外 来 生

物 法 により特 定 外 来 生 物 として指 定 された生 物 を指 します。飼 育 、栽 培 、保 管 、運 搬 、販 売 、譲 渡 、輸 入 、野

外 に放 つことなどが原 則 として禁 止 されます。 

「 絶 滅 のおそれのある野 生 動 植 物 の種 の保 存 に関 する法 律 」 の略 称 であり、国 内 外 の絶 滅 のおそれのある野

生 生 物 の種 を保 存 するため、平 成 5 年 4 月 に施 工 されました。国 内 に生 息 ・ 生 育 する、又 は、外 国 産 の希 少

な野 生 生 物 を保 全 するために必 要 な措 置 を定 めています。 

「 種 の保 存 法 」 に基 づき、個 体 の捕 獲 ・ 採 取 や譲 渡 し等 が原 則 として禁 止 されています。令 和 6 年 2 月 現 在 、

国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 は 448 種 です。 

令 和 3 年 5 月 に施 行 された「 福 岡 県 希 少 野 生 動 植 物 種 の保 護 に関 する条 例 」 に基 づき、福 岡 県 における生

息 ・ 生 育 状 況 が、人 為 の影 響 により存 続 に支 障 を来 す事 情 が生 じていると判 断 される種 で、希 少 野 生 動 植 物

種 のうち特 に保 護 を図 る必 要 があるものです。福 岡 県 では、現 在 、20 種 が指 定 されており、捕 獲 、殺 傷 、損

傷 、所 持 、譲 渡 、販 売 等 が禁 止 されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 用 語 説 明 】  

〔 外 来 生 物 〕 ＊ 4  

〔 外 来 生 物 法 〕 ＊ 5  

〔 特 定 外 来 生 物 〕 ＊ 6  

〔 種 の保 存 法 〕 ＊ 1  

〔 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 〕 ＊ 2  

〔 指 定 希 少 野 生 動 植 物 種 〕 ＊ 3  
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表 2-2 圏域内で確認されている希少な動植物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巨瀬川 古川 不動川 藤町川 山曽谷川 圏域内

1 アブラボテ ● ● NT NT

2 カゼトゲタナゴ ● ● EN EN

3 カネヒラ ● ● NT

4 カワヒガイ ● NT VU

5 セボシタビラ ●
※1

国内希少種※2 県指定希少種
※3 CR CR

6 ニッポンバラタナゴ ● ● CR EN

7 ヤリタナゴ ● ● NT VU

8 ヌマムツ ● NT

9 ウグイ ● DD

10 ゼゼラ ● VU NT

11 ツチフキ ● EN NT

12 アリアケスジシマドジョウ ● EN EN

13 ドジョウ ● ● VU

14 ヤマトシマドジョウ ● ● VU NT

15 サケ アユ アユ ● NT

16 スズキ ケツギョ オヤニラミ ● ● EN NT

17 ダツ メダカ ミナミメダカ ● ● VU NT

18 ナマズ ギギ アリアケギバチ ● VU EN

19 ウナギ ウナギ ニホンウナギ ● EN EN

20 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ南方種 ● VU EN

1 カメムシ タイコウチ ミズカマキリ ● NT

2 トビケラ シマトビケラ オオシマトビケラ ● NT

1 スイレン スイレン コウホネ ● VU

2 シソ シソ ミゾコウジュ ● NT NT

3 シダ ホウライシダ ミズワラビ ● EN

4 アブラナ アブラナ コイヌガラシ ● NT VU

1 コウモリ キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ ● NT

2 ハタネズミ ● NT

3 カヤネズミ ● VU

4 リス ムササビ ● NT

5 イタチ イタチ ● NT

6 イヌ キツネ ● NT

1 カッコウ カッコウ ツツドリ ● NT

2 カモ カモ オシドリ ● DD NT

3 キジ キジ ヤマドリ ● VU

4 コウノトリ サギ ササゴイ ● NT

5 ツバメ コシアカツバメ ● NT

6 ヒタキ オオルリ ● NT

7 サシバ ● VU NT

8 ノスリ ● NT

9 ブッポウソウ カワセミ ヤマセミ ● NT

1 ヒキガエル ニホンヒキガエル ● VU

2 アカガエル トノサマガエル ● NT EN

3 ヤマアカガエル ● VU

4 アオガエル カジカガエル ● NT

5 シロマダラ ● NT

6 タカチホヘビ ● VU

7 ヒバカリ ● NT

1 カメムシ ナベブタムシ トゲナベブタムシ ● ● VU EN

2 キベリマメゲンゴロウ ● ● NT EN

3 コガタノゲンゴロウ ● VU VU

4 ウスイロシマゲンゴロウ ● NT

5 ヒメドロムシ ヨコミゾドロムシ ● ● VU NT

6 シロチョウ ツマグロキチョウ ● EN VU

7 セセリチョウ ヒメキマダラセセリ ● NT

8 タテハチョウ オオムラサキ ● NT NT

9 トンボ ヤマトンボ キイロヤマトンボ ● NT VU

1 オバエボシ ● ● 県指定希少種※3 VU CR

2 カタハガイ ● ● 県指定希少種※3 VU CR

3 キュウシュウササノハガイ ● ● VU VU

4 ニセマツカサガイ ● VU EN

5 マツカサガイ ● ● NT VU

6 モノアラガイ カワコザラガイ カワコザラガイ ● CR

7 新生腹足目 ミズゴマツボ ミズゴマツボ ● VU NT

8 モノアラガイ モノアラガイ ● NT NT

9 ヒラマキガイ ヒラマキガイモドキ ● NT NT

【重要種の選定基準：貴重または保護すべき種として指定されている種、及び下記の資料の掲載種】

・環境省　レッドリスト2020

【重要種のカテゴリー分類】
絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） ：絶滅の危機に瀕している種

絶滅危惧ⅠA類（CR） ：絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧（NT）

情報不足（DD） ：評価するだけの情報が不足している種

※1：九州大学による調査を含む。

福岡県
希少種保護条例

※2：国内希少野生動植物種の略称。種の保存法により指定された絶滅のおそれのある野生動植物であって、捕獲、販売、譲渡を目的とした広告などが原則として
　　禁止されている。
※3：県内の指定希少野生動植物種の略称。福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例により指定された野生動植物であって、捕獲、殺傷、損傷、所持、譲渡、
　　販売等が禁止されている。

・福岡県　福岡県の希少野生生物－福岡県レッドデータブック2011（植物，野鳥，哺乳類）、レッドデータブック2014
　（両生類・爬虫類・陸上昆虫類・魚類・底生動物）

：絶滅の危機に瀕している種のうち、ⅠA類ほどではないが、近い将来における
　野生での絶滅の危険性が高いもの
：絶滅の危険が増大している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き
　作用する場合、近い将来　「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行する要素を有するもの）
：存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては
　「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの）

昆
虫
類

コウチュウ ゲンゴロウ

チョウ

貝
類

イシガイ イシガイ

汎有肺目

鳥
類

スズメ

タカ タカ

両
生
・
爬
虫
類

無尾目

有鱗目 ナミヘビ

底
生

動
物

植
物

哺
乳
類

ネズミ ネズミ

ネコ

河川名
種の保存法

環境省
RL

福岡県
RDB2011

福岡県
RDB2014

魚
類

コイ コイ

ドジョウ

No. 目名 科名 種名



第 2章 河川の現状と課題 

 

- 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カゼトゲタナゴ（コイ目コイ科） 
環境省：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 
福岡県：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

カワヒガイ（コイ目コイ科） 
環境省：準絶滅危惧（NT） 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

セボシタビラ（コイ目コイ科） 
環境省：絶滅危惧ⅠA 類（CR） 
福岡県：絶滅危惧ⅠA 類（CR） 

ニッポンバラタナゴ（コイ目コイ科） 
環境省：絶滅危惧ⅠA 類（CR） 
福岡県：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

ヤリタナゴ（コイ目コイ科） 
環境省：準絶滅危惧（NT） 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

アリアケスジシマドジョウ（コイ目ドジョウ科） 
環境省：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 
福岡県：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

オヤニラミ（スズキ目ケツギョ科） 
環境省：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 
福岡県：準絶滅危惧（NT） 

ミナミメダカ（ダツ目メダカ科） 
環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 
福岡県：準絶滅危惧（NT） 
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ムササビ（ネズミ目リス科） 
環境省：― 
福岡県：準絶滅危惧（NT） 

エビネ（ラン目ラン科） 
環境省：準絶滅危惧（NT） 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

ニホンヒキガエル（無尾目ヒキガエル科） 
環境省：― 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

キツネ（ネコ目イヌ科） 
環境省：― 
福岡県：準絶滅危惧（NT） 

トノサマガエル（無尾目アカガエル科） 
環境省：準絶滅危惧（NT） 
福岡県：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

カヤネズミ（ネズミ目ネズミ科） 
環境省：― 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

シロマダラ（有鱗目ナミヘビ科） 
環境省：― 
福岡県：準絶滅危惧（NT） 

タカチホヘビ（有鱗目ナミヘビ科） 
環境省：― 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 
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写真 2-4 圏域内で確認されている希少な動植物 

 

ツマグロキチョウ 

（チョウ目シロチョウ科） 
環境省：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

オバエボシ（イシガイ目イシガイ科） 
環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 
福岡県：絶滅危惧ⅠA 類（CR） 

トゲナベブタムシ 

（カメムシ目ナベブタムシ科） 
環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 
福岡県：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

ニセマツカサガイ 

（イシガイ目イシガイ科） 
環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 
福岡県：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

キュウシュウササノハガイ 

（イシガイ目イシガイ科） 
環境省：準絶滅危惧（NT） 
福岡県：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

ミズゴマツボ 

（新生腹足目ミズゴマツボ科） 
環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 
福岡県：準絶滅危惧（NT） 
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Ｂ Ｏ Ｄ の環 境 基 準 の達 成 状 況 は、公 共 用 水 域 が通 常 の状 態 (河 川 では低 水 流 量 時 及 び水 利 用 が行 われ

ている時 期 を含 む)にあるときの測 定 値 によって判 断 します。測 定 された年 間 データをその値 の小 さいものから順

に並 べ、データ数 の 75%目 に当 たる値 (データが 12 個 あれば値 の小 さいものから 9 番 目 )が基 準 値 に適 合 して

いる場 合 に環 境 基 準 を達 成 していると判 断 します。 

水 中 の微 生 物 が、有 機 物 などの物 質 を分 解 するのに必 要 な酸 素 量 で、河 川 の水 質 を表 す代 表 的 な有 機 指

標 です。値 が大 きいほど、汚 濁 物 質 の分 解 に多 くの酸 素 量 を必 要 としているので、水 中 に含 まれる有 機 物 の

濃 度 が高 いことを表 します。 

2. 河川水質 

左岸圏域では、河川における水質汚濁に係る環境基準の類型指定は、巨

瀬川（全域）では平成 22 年度まで B 類型、平成 23 年度以降は A 類型に指

定され、また、隈上川（全域）では A 類型に指定されています。河川の一

般的な水質指標である BOD※ 7（75%値）※ 8 は、巨瀬川は環境基準を達成して

いますが、隈上川は平成 20 年度、令和元年度及び令和 3 年度において基準

値以上となっています。（図 2-1、図 2-2 参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 水質の経年変化（BOD75%値）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 巨瀬川、隈上川の環境基準地点位置図  

 

 

 

 
 

出 典 ）水 環 境 総 合 情 報 サ イ ト（ 環 境 省 ）

〔 BOD75％ 値 〕 ＊ 8  

〔 BOD(生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 )〕 ＊ 7  

【 用 語 説 明 】  
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2―4 まとめ 

左岸圏域では、現在でも頻繁に浸水被害が発生しており、今後も洪水に対

する安全 性の向上 を 目指して 河川整備 を 進めてい く必要が あ ります。 特に 、

近年は気候変動などの影響により、これまで経験したことのない豪雨が頻発

している ため、「大 きな洪水 は身近に 起 こり得る もの」と と らえ、圏 域内 の

あらゆる関係者が協働してハード対策とソフト対策に取り組む「流域治水」

を推進していくことが必要です。  

また、利水の観点では、左岸圏域にはダムや堰が設けられ、かんがい用水

や生活用水の重要な水源となっています。また、河川環境保全のための水量

確保も必要です。  

さらに、イベントやレクリエーション、環境学習等の利用が見込まれる河

川空間については、今後も地域住民や関係機関と連携して河川の適切な維持、

利活用に努める必要があります。  

河川環境については、従来の治水主体の河川整備に代わり自然環境の保全

を重視した河川整備への要望が高まっています。このため、今後河川整備を

進めるにあたっては、洪水に対する安全性の向上を前提として、河川環境の

保全・再生と多くの人々が親しめる川づくりに努める必要があります。また、

巨 瀬 川 に は 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 に 指 定 さ れ て い る セ ボ シ タ ビ ラ が 生 息 し

ていることから、多様な河川の環境構造を維持する河川整備に努めるととも

に、学識経験者等の意見も聞きながら、豊かな生態系の確保を図ることが必

要です。  

水質については、圏域内の中心を流れる各支川が合流する巨瀬川はＡ類型

の環境基準を概ね達成していますが、合所ダムを通って筑後川に合流する隈

上川においては近年、Ａ類型の環境基準値を上回る年もあることから、引き

続き水質を監視していくことが必要です。  

河川整備及び河川管理に対するニーズは近年多様化しており、これらを総

合的に行っていくためには、地域との連携は不可欠なため、地域と一体とな

った川づくり並びに河川管理が必要です。  
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第3章   河川整備計画の目標に関する事項 

3－1 河川整備計画の対象区間 

河川整備計画の対象となる河川は、表 3-1 に示す圏域内全ての県管理区間

とします。  

表 3-1 河川整備計画の対象区間 

河川名  

河川区間  県管理区間 

延長  

（km）  上流端  下流端  

①  巨瀬川  
左岸  うきは市浮羽町妹川字元有 3145 番地先  

巨瀬川直轄上流端  17.1 
右岸  うきは市浮羽町妹川字下小坪 3545 番地先  

②  不動川  
左岸  久留米市山本町耳納字今泉 1663 番 1 地先  巨瀬川  

合流部  
2.4 

右岸  久留米市山本町耳納字牛殺 1781 番地先  

③  藤町川  久留米市草野町吉木字上大日 1 番 1 地先の西吉木橋  三光川への合流点  2.2 

④  三光川  
左岸  久留米市草野町吉木字三光 1231 番 2 地先  巨瀬川  

合流部  
2.7 

右岸  久留米市草野町矢作字居釜口 1 番地先  

⑤  発心川  
左岸  久留米市草野町紅桃林 34 番 1 地先  巨瀬川  

合流部  
2.1 

右岸  久留米市草野町紅桃林 91 番 1 地先  

⑥  堺川  
左岸  久留米市草野町紅桃林字早田原 216 番 1 地先  巨瀬川  

合流部  
2.4 

右岸  久留米市田主丸町中尾字三反田 1368 番 3 地先  

⑦  東本川  
左岸  久留米市田主丸町益生田字稗田屋敷 1636 番 3 地先  巨瀬川  

合流部  
1.5 

右岸  久留米市田主丸町益生田字姥屋敷 1637 番 1 地先  

⑧  樋ノ口川  うきは市吉井町鷹取字高尾 1511 番 8 地先の玄竹橋  
巨瀬川  

合流部  
1.6 

⑨  山曽谷川  
左岸  うきは市吉井町福益字森下 235 番 6 地先  巨瀬川  

合流部  
2.1 

右岸  うきは市吉井町福益字 262 番 5 地先  

⑩  古川  
左岸  久留米市田主丸町船越字千代久西島 1931 番地先  筑後川  

合流部  
9.2 

右岸  久留米市田主丸町船越字千代久西島 1932 番地先  

⑪  美津留川  うきは市吉井町字小塚 279 番地先の県道橋  
古川  

合流部  
8.9 

⑫  隈上川  
左岸  うきは市浮羽町田籠字注連原拝床 698 番地先  

隈上川直轄上流端  10.7 
右岸  うきは市浮羽町田籠字注連原邸の内 705 番地先  

⑬  小塩川  
左岸  うきは市浮羽町小塩字小園 3763 番 1 地先  隈上川  

合流部  
7.4 

右岸  うきは市浮羽町小塩字馬場 3397 番地先  

⑭  井延川  うきは市浮羽町山北字琴美ノ江 285 番 4 地先の国道橋  
筑後川  

合流部  
4.0 

 

3－ 2  河川整備計画の対象期間 

河川整備計画の対象期間は、整備計画対象区間における河川整備が一連の

効果を発揮するために必要な期間として、計画策定時から概ね 30 年間としま

す。  

なお、本計画は現時点の被害軽減の緊急性から策定するものであり、策定

後の状況の変化や新たな知見・技術の進歩などの変化により、必要に応じて

適宜見直しを図ります。  
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3－ 3  河川整備計画における基本理念 

左岸圏域における河川整備計画は、地域の自然、歴史、文化等に配慮し、洪水や

渇水から人々の暮らしを守ることを基本理念とします。地域・住民との連携を図り

ながら洪水から貴重な生命・財産を守る「治水」、安定した水利用ができる「利水」、

うるおいと安らぎのある水辺環境を保全する「環境」のバランスをとって、左岸圏

域の特徴に合わせた川づくりを行っていきます。また、川づくりを行うにあたり、

総合的な維持管理についても実施していきます。 

 

 



第 3章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

- 39 - 

 

3－ 4  洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

1. 洪水対策 

左岸圏域にお ける災 害の発生防止 又は軽 減に関する目 標は、 過去の洪水

被害の状況や頻 度、 氾濫した場合の 被害 の甚大さ、流域 内の 人口や資産の

状況等から求められる治水安全度等を勘案して決定します。  

本計画では、 近年の 浸水被害等を 考慮し 、巨瀬川、古 川、不 動川、藤町

川及び山曽谷川を整備対象河川とします。  

洪水対策については、巨瀬川は、昭和 44 年 6 月規模程度の洪水を安全に

流下させることを目標とし、中央
ちゅうおう

橋地点で 290m 3/s を整備目標流量とします。

さらに、令和 5 年 7 月規模程度の洪水に対し、本川及び巨瀬川下流への影

響を踏まえ、調 節池 の整備により貯 留遊 水機能を確保し 、床 上浸水を解消

することを目標とします。  

古川は、昭和 44 年 6 月規模程度の洪水を安全に流下させることを目標と

し、柳瀬
や な せ

橋地点で 75m 3/s を整備目標流量とします。  

不動川は、平成 2 年 7 月及び平成 5 年 8 月規模程度の洪水を安全に流下

させることを目標とし、下流赤岩
あ か い わ

樋門
ひ も ん

地点で 10m 3/s を整備目標流量としま

す。  

藤町川は、平成 2 年 7 月規模程度の洪水を安全に流下させることを目標

とし、下流藤町川樋門地点で 10m 3/s を整備目標流量とします。  

山曽谷川は、令和元年 8 月規模程度の洪水を安全に流下させることを目

標とし、西下
に し し も

榎木
え の き

町
ま ち

線橋梁地点で 12m 3/s を整備目標流量とします。  

なお、災害復 旧や局 部的な改良、 老朽化 対策について は、そ の他の河川

も含めて適切に実施します。（図 3-1 参照）  
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図 3-1 河道の整備目標流量配分図  
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2. 内水対策 

内水対策については、内水被害が発生しやすい地区を対象に、関係機関と連携・

調整を図り、必要に応じて内水被害の軽減や拡大防止を図ります。 

 

3. 地震対策 

地震対策については、堤防や水門等の河川管理施設の耐震性能を照査し、必要

な耐震対策を実施し、大規模な地震動が発生しても、河川管理施設として必要な

機能の確保を図ります。 

 

4. 河川の維持 

河川の維持については、堤防・護岸・樋門等の河川管理施設や河道の土砂堆積、

河床低下、河岸洗掘、河道内樹木等を対象に、適切な維持管理による洪水等の災

害防止又は被害軽減を図ります。 

また、総合的な土砂管理については、必要に応じて、関係機関との連携・調整

に努めます。 

 

3－ 5  河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の整備と保全に

関する目標 

1. 水利用 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持については、将来にわた

り河川水の利用が維持されるように、関係機関・団体、流域住民と連携し

て適正な水管理に努めていきます。  

 

2. 河川空間利用 

河川空間の利用については、川が最も身近な自然とのふれあいの場であること

を念頭に、周辺環境に十分配慮し、環境教育・環境学習の場とするとともに、自

然に触れ、親しむことのできる河川空間の形成を目指します。 

 

3. 河川環境 

河川環境の整備と保全・再生については、河川や周辺の生物の生息・生育・繁

殖環境に配慮した工法等を採用し、工事の影響を減らすとともに、周辺に広がる

山地や田園風景等との調和のとれた景観の維持を目指します。加えて調節池等も

含む河川内外での湿地の再生等を実施し、生物の生息環境に配慮した整備に努め

ます。 

 

4. 河川水質 

水質については、整備に努め、巨瀬川については、現況の良好な水質の維持を、

また隈上川については、更なる水質の改善を目指します。また、水質事故が発生

した場合、汚濁源の把握に努め、関係機関と連携し、水質の保全、回復に努めま

す。 
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第4章   河川の整備の実施に関する事項 

4－1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置さ

れる河川管理施設の機能の概要 

1. 河川工事の目的、種類 

整備対象河川では、整備計画目標流量を安全に流下させることを目的として、

築堤、掘削、護岸、調節池の整備及び橋梁等の改築を行い、浸水被害の軽減を図

ります。 

 

2. 洪水対策 

（1）施行の場所 

圏域内の河道整備は、表 4-1、図 4-1 に示す施行の場所において、目標流量を

安全に流下させる河道を確保します。 

 

表 4-1 施行の場所 

河川名 施行区間 施行延長 施工内容 

巨瀬川 中央橋～本町橋下流 6.47km 

築堤 

河床掘削 

橋梁架替 

護岸改修 

調節池 

古川 八幡排水機場～石王堰 6.16km 

築堤 

河床掘削 

橋梁架替 

護岸改修 

堰 

不動川 西川橋～善導寺橋 0.50km 

築堤 

河床掘削 

護岸改修 

橋梁架替 

藤町川 三光川合流部～市道橋 0.30km 
河床掘削 

護岸整備 

山曽谷川 下流端～西下榎木町線橋梁 1.40km 

築堤 

河床掘削 

橋梁架替 

護岸改修 

調節池 
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写真 4-1 巨瀬川（中央橋より上流） 

（2）改修方針 

①巨瀬川 

現況の河道形状を確保しながら、画一

的な河道とならないよう自然環境を保持

した河積断面の拡大を行います。 

法面勾配は地形や確保できる河床幅と

の関係をみながら適宜その勾配を柔軟に

変化させ、自然植生にすることにより、

動植物の生息・生育空間の確保を図りま

す。 

また、令和5年7月豪雨による被災状況

を踏まえて、河道の拡幅及び掘削、橋梁架替等を行うとともに、床上浸水の解

消に向けた調節池の整備を推進します。治水上必要と認められる箇所について

は、護岸工及び護床工を設置しますが、極力、生態系に配慮した構造とします。 

環境面では、現況河道に土堤が残っており、多くの植物が茂り自然な景観を

呈しています。川辺にはツルヨシやオギ、水中にはヤナギモやフサモ等の植物

が繁茂するほか、川沿いにセンダン等の樹木が点在し水面を覆うなど、多様な

環境が形成されており、魚類や鳥類、昆虫類等、多くの動植物の貴重な生息・

生育環境が形成されています。また、国内希少野生動植物種に指定されている

セボシタビラの生息が確認されています。そこで、河川整備にあたっては、治

水計画と整合を図るとともに、生物多様性保全の観点から、巨瀬川と支川・用

水路の連続性の確保を図ります。また、学識経験者等の指導を頂きながら適切

にモニタリング調査等を行うことにより、環境への影響を最小限にとどめ、結

果に応じて生息場の再生を行い、生物多様性の確保に努めることとします。な

お、セボシタビラの生息空間で整備を行う場合は、適宜、関係機関と協議を行

い生息環境の保全・再生に努めます。また、河川は人にとって最も身近な生活

環境の場であることから、周辺環境に十分配慮したうえで、親水性の向上に努

めます。 

具体的には次のような整備を図ります。 

 

・環境に配慮した護岸とし、生物の隠れ場、採餌の場等、生物の生息上、重要

な場である水際線については、極力、在来植物が生育できるよう配慮します。 

・目標流量を安全に流下させるため、河道の拡幅及び掘削等による河積断面の

拡大を実施します。合わせて、拡幅に伴う橋梁架替を実施します。 

・令和5年7月規模程度の洪水に対し、床上浸水の解消に向けて、調節池等の整

備を進めます。 

・治水上必要と認められる箇所については、護岸工及び護床工を設置します。 

・重要種であるタナゴ類の産卵母貝となる二枚貝や水草等の生息・生育の基盤

となる水草等を維持するため、河床や河岸の施工にあたっては、時期、工法

等について、十分配慮します。 
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・魚類等の生息環境を確保するため、水際の確保、瀬、淵及び砂州の適正な維

持を行い、河川の特性に応じた環境の保全・再生に努めます。 

・国内希少野生動植物種に指定されているセボシタビラをはじめ、多くの希少

な動植物が生息していることを踏まえ、多様な河川環境構造を維持する河川

整備に努めます。 

・自然豊かな景観を維持するため、覆土等により人工構造物が目立たない施設

にするなど配慮します。 

・管理用通路の散策道としての活用、緩傾斜護岸、階段護岸等の整備により親

水性の向上に努めます。 

・川沿いに点在するセンダン等の樹木は、治水計画と調整の上極力保全

します。  

 

主要な地点における代表横断図は、図 4-2 のとおりです。ただし、河

床の形状等については、標準的なイメージを示したものです。
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図 4-3 中流調節池計画横断図 

 

図 4-2 巨瀬川 河川整備計画区間代表横断図 
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写真 4-2 古川（柳瀬橋より上流） 

 

 

②古川 

現況の河道形状を確保しながら、画

一 的 な 河 道 と な ら な い よ う 自 然 環 境

を保持した河積の拡大を行います。法

面 勾 配 は 地 形 や 確 保 で き る 河 床 幅 と

の 関 係 を み な が ら 適 宜 そ の 勾 配 を 柔

軟に選択し、自然植生にすることによ

り、動植物の生息・生育空間の確保を

図ります。また、治水上必要と認めら

れる箇所については、護岸工及び護床

工を設置しますが、極力、生態系に配

慮した構造とします。  

環境 面で は、 川辺 に はヨ シや マコ モ、 水 中に はヤ ナギ モや フ サモ 等の

植物が繁茂しているほか、川沿いにヤナギ等の樹木が点在し水面を覆う

など、多様な環境が形成されており、魚類や鳥類、昆虫類等、多くの動

植物の貴重な生息・生育環境が形成されています。このため、河川整備

にあたっては、治水計画と整合を図るとともに、学識経験者等の指導を

頂きながら必要に応じてモニタリング調査等を行うことにより、環境へ

の影響を最小限にとどめて生物多様性の確保に努めることとします。  

また、かつて舟運が行われ、人と川との関わりが深かった河川でした

が、時代の流れに伴い現在は周辺に広がる水田からの排水路となってい

ます。このため、人と川との関係の回復を念頭に、周辺環境に十分配慮

したうえで、護岸の緩傾斜化、親水性の向上、周辺水路との連続性の維

持に努めます。  

具体的には次のような整備を図ります。  

 

・河積不足を解消するため、河道拡幅による河積の拡大を行い、必要に応じて

護岸整備、橋梁や堰などの構造物の改築を行います。 

・環境に配慮した護岸とし、生物の隠れ場、採餌の場等、生物の生息上、重要

な場である水際線については、極力、在来植物が生育できるよう配慮します。 

・治水上必要と認められる箇所については、護岸工及び護床工を設置します。 

・二枚貝や水草等の生息・生育の基盤となる河床を維持するため、施工にあた

っては、時期、工法等について、十分配慮します。 

・自然豊かな景観を維持するため、覆土等により人工構造物が目立たない施設

にするなど配慮します。 

・魚類等の生息環境を確保するため、現況の澪
みお

筋を考慮し素堀による低々水路

の形成を行う等河道に変化を与えます。 

・川沿いに点在するヤナギや竹林等は、治水計画と調整の上極力保全します。 
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図 4-5 古川 河川整備計画区間代表横断図 

主要な地点における代表横断図は、図 4-5 のとおりです。ただし、河床

の形状等については、標準的なイメージを示したものです。  
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写真 4-3 不動川 

 

③不動川 

不動川は、川幅が 3m 程度で、住宅地を

直線的に貫流しています。河床が平坦で

あり、平常時の流量が少ないため、魚類

の 生 息 は 河 床 が 低 下 し て で き た 湛 水 域

にオイカワ等が確認される程度です。河

川整備にあたっては、環境への影響を最

小 限 に と ど め て 生 物 多 様 性 の 確 保 に 努

めることとします。  

また、現況流下能力は小さく、近年で

は、平成 24 年、平成 30 年、令和 5 年に

家屋の浸水被害が発生しています。  

具体的には次のような整備を図ります。  

 

・河積不足を解消するため、河道拡幅や築堤による河積の拡大を行いま

す。また、河床の掘削に伴い、必要に応じて護岸や根固工の整備、橋

梁の改築を行います。  

・現況の植生は、治水安全度を確保した上で、保全・再生に努めます。  

・現在の水域に分布している在来種の回復を図ります。  

・多様性を考慮した澪筋の掘削による変化に富んだ水際の形成を図りま

す。  

 

主要な地点における代表横断図は、図 4-7 のとおりです。ただし、河

床の形状等については、標準的なイメージを示したものです。  
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図 4-7 不動川 河川整備計画区間代表横断図 
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図 4-8 不動川 河川整備計画の施行の場所 
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写真 4-4 藤町川 

④藤町川 

藤町川は、川幅が 3m 程度で住宅地を直

線的に貫流しています。河床が平坦であ

り、平常時の流量が少ないため、魚類の

生息は河床が低下してできた湛水域にオ

イカワ等が確認される程度です。河川整

備にあたっては、環境への影響を最小限

にとどめて生物多様性の確保に努めるこ

ととします。  

また、現況流下能力は小さく、近年では、平成 2 年、令和元年、令和 5

年に家屋の浸水被害が発生しています。  

具体的には次のような整備を図ります。  

 

・治水安全度の向上を図るため、流末を不動川から三光川に変え、必要

な河積を確保します。  

・河積不足を解消するため、河道拡幅による河積の拡大を行います。ま

た、河床の掘削に伴い、必要に応じて護岸や根固工の整備を行います。  

・現況の植生は、治水安全度を確保した上で、保全・再生に努めます。  

・現在の水域に分布している在来種の回復を図ります。  

・多様性を考慮した澪筋の掘削による変化に富んだ水際の形成を図りま

す。  

 

主要な地点における代表横断図は、図 4-9 のとおりです。ただし、河

床の形状等については、標準的なイメージを示したものです。  
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図 4-9 藤町川 河川整備計画区間代表横断図 
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図 4-10 藤町川 河川整備計画の施行の場所 
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写真 4-5 山曽谷川 

⑤山曽谷川 

山曽谷川は、川幅が 3m 程度で JR 久大本

線より上流は農耕地内を、下流はうきは市

の市街地を貫流しています。  

現 河 道 内 に 木 柵 工 や 石 積 護 岸 が 設 置 さ

れており、水際植生が繁茂し、自然な景観

を呈しています。このため、現況の河道形

状を確保しながら、画一的な河道とならな

いように自然環境を保持した河道の拡大を行います。  

また 、川 辺に はミ ゾ ソバ 、ジ ュズ ダマ 、 ヤナ ギタ デ、 水中 に はオ オカ

ナダモ等の植物が繁茂するなど、多様な環境が形成されています。この

ため、河川整備にあたっては、環境への影響を最小限にとどめて生物多

様性の確保に努めることとします。  

現況 流下 能力 は小 さ く、 近年 では 、度 重 なる 家屋 の浸 水被 害 が発 生し

ています。  

具体的には次のような整備を図ります。  

 

・河積不足を解消するため、河道拡幅による河積の拡大を行います。  

・治水安全度の向上を図るため、現況河道断面の拡幅や調節池の整備を

行います。調節池の整備は、浸水被害を軽減するとともに経済性も考

慮した計画とします。  

・環境に配慮した護岸とし、生物の隠れ場、採餌の場等、生物の生息上、

重要な場である水際線については、極力、在来植物が生息できるよう

に配慮します。  

・二枚貝や水草等の生息・生育の基盤となる河床を維持するために、施

工にあたっては、時期、工法等について、十分に配慮します。  

・魚類等の生息環境を確保するために、水際の確保、瀬、淵及び砂州の

適正な維持を行い、河川の特性に応じた環境の保全・再生に努めます。  

・河道内にある木柵工や石積護岸については、治水計画との調整の上、

極力、保全・再生に努めます。  

 

主要な地点における代表横断図は、図 4-11 のとおりです。ただし、河

床の形状等については、標準的なイメージを示したものです。  
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図 4-12 山曽谷川 計画調節池横断図 

 

 

図 4-11 山曽谷川 河川整備区間代表横断図 
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図 4-13 山曽谷川 河川整備計画の施行の場所 

 

 

 

 

 



第４章 河川の整備の実施に関する事項 

 

- 60 - 

 

3. 局部的な改良 

ネック箇所の解消により被害軽減が可能な箇所については、緊急性や優先度を

考慮し、必要に応じた局部的な改修を行うことにより、浸水被害の軽減を図りま

す。 

 

4. 危機管理 

整備途上における施設能力以上の洪水や計画規模を超過する洪水に対しては、

関係機関と綿密に連携を図り、速やかな防災情報の提供、水防活動の支援に努め、

被害の防止・軽減を図るとともに、流域全体で取り組みます。 

 

5. 内水対策 

家屋への浸水被害が頻繁に発生するなど、内水対策の必要がある箇所において

は、内水の発生要因等を把握した上で、関係機関と連携・調整を行い、必要に応

じて現地状況に則した対策を推進し、家屋等の浸水被害の軽減を図ります。 

 

6. 水衝部等の安全性確保 

水衝部や洪水時の河床の深掘れ、河岸及び堤防法面の侵食等によって堤防の安

全性を確保できないおそれのある箇所や、河道のモニタリング等の結果により、

河川の維持や河川管理施設の安全性を確保する必要があると判断された箇所につ

いては、必要に応じて根固め、護岸、水制及び法面保護等の改修を行います。 

 

7. 堤防の安全性確保 

堤防については、必要に応じて洪水における浸透や侵食等に対する安全性の検

討を行い、その結果を踏まえ、所定の安全度が不足している箇所については状況

に応じた対策を実施し、堤防の安全性を確保します。 
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4－2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

1.  河川維持の目的 

河川の維持管理は、地域特性を踏まえながら、洪水による災害の発生の防止又

は軽減、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保

全・再生を図ることを目的とします。河川管理施設等に関して適切な維持管理を

行うため、下記の施策を講じます。 

 

2.  河川維持の種類 

（1）河川管理施設の維持 

河川管理施設の維持は、施設の機能を十分に発揮させることを目的として、堤

防・護岸及び河川工作物等の定期的な巡視、点検、補修等を行います。また定期

的に災害危険箇所等の把握を行い、優先順位の高いものから必要な対策を行いま

す。なお、機械・機器等の施設の機能を維持するため、機器類の更新並びに補修

も必要に応じて行います。 

さらに、治水上の安全性を確保するため、取水堰等の許可工作物において、洪

水時の洗掘や河積の阻害等、河川管理上の支障となるものについては、施設管理

者と調整し適切な処理に努めます。また、施設の新設や改築にあたっては、施設

管理者に対して治水上の影響と、環境保全にも配慮するよう指導します。 

 

（2）河道の維持 

河道内に堆積した土砂等は、洪水時の流下能力維持を目的として、河川巡視に

より堆積状況を把握します。また周辺河川環境に配慮しながら、必要に応じてし

ゅんせつ等の維持管理に努めます。しゅんせつに関しては、澪筋を維持し、生物

の生息場である瀬、淵及び砂州の保全・再生に努めます。 

河川内に繁茂した植生については、それらのもつ浄化機能や生態系への影響を

考慮しながら伐採等を行うとともに、植生の適正な管理を目指します。 

洪水後の局所洗掘や長期的な河床低下等については、河川巡視等により、回復

状況に留意し、適切な管理に努めます。 

 

（3）河川の巡視 

河川の巡視については、河川巡視要綱に基づいて行います。また、河川区域内

における不法投棄、不法占用等を防止するため、関係機関と連携して監視、指導

に努めます。 

さらに、梅雨時期等の雨が多い時期に備えて、重点的に河川施設の巡視を行い、

異常箇所の早期発見に努めます。 

 

（4）河川管理施設の災害への対応 

護岸等の河川管理施設に災害が発生した場合は、早期発見・報告に努めるとと

もに、河川環境に配慮しつつ復旧に向けて迅速に取り組みます。 
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（5）水量・水質の管理等 

適正な水量・水質の管理について、関係機関と連携して雨量・水位の把握に努

めます。 

さらに水質事故が発生したときは、事故状況の把握、関係機関への連絡、河川

や水質の監視、事故処理等原因者及び関係機関と協力して迅速な対応を行います。 

 

（6）ダムの操作管理 

ダムの操作が必要な場合は、操作規則等に基づき迅速かつ的確に操作を

行います。  

 

3.  施行の場所 

河川の維持管理については、河川整備計画の対象区間のうち、福岡県が

管理する区間にて実施します。  
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4－ 3  河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の整備と保全

に関する事項 

1.  水利用 

本圏域では、藤波ダム地点において、かんがい期に最大 0.575 ㎥ /s、非

かんがい期に 0.150 ㎥ /s の流量確保に努めるとともに、河川の適正な利用

及び流水の正常な機能を維持するため、関係機関と連携して河川流量等の

情報収集及び提供をします。  

また渇水時等の被害を最小限に抑えるため、情報提供伝達等の体制を強

化するとともに、関係機関及び水利使用者等と連携してその影響の軽減を

します。  

 

2. 河川空間利用 

河川空間、調整池の利用については、治水及び安全・安心な河川利用に配慮し

たうえで、地域の要望を踏まえ、子どもたちの自然体験、環境学習活動の場の形

成に努めます。 

河川利用等のニーズが高い地区については、関係機関及び地域住民等と連携し、

安全性・利便性に配慮した河川空間の整備及び完成後の利活用計画・維持管理面

での地域の協力等について検討し、必要に応じて「かわまちづくり支援制度」等

の活用により人と河川の豊かなふれあいの場の整備を行います。 

 

3. 河川環境 

河川環境の整備と保全・再生については、種の保存法、多自然川づくり基本指

針、中小河川に関する河道計画の技術基準、福岡県生物多様性戦略及び福岡県ワ

ンヘルス推進基本条例を基本として、治水・利水面に配慮しつつ、地域と合意形

成を図りながら、多様な生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生に努めます。 

また、左岸圏域の河川、特に巨瀬川や古川には希少な動植物が多く生息・

生育していることから、整備事業の実施前にこれらの希少種の生息・生育地

点を把握し、生息・生育の場となっている瀬や淵、水際部等の河川環境の保

全を踏まえた河川整備を行います。  

さらに、良好なエコロジカルネットワークを創出できるよう関係機関との連

携・調整を図るとともに、学識経験者に意見を聞きながら、筑後川本川との連続

性の確保等に努めます。また、県の条例で指定されている指定希少野生動植物が

生息する河川では、必要に応じて関係機関との協議を実施します。 

 

4. 河川水質 

水質については、水質が悪化しないように継続的な監視を行いながら、関係機

関と地域住民との協働による水環境の保全に努めます。 
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4－ 4  その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

1. 洪水等に対する総合的な被害軽減対策の推進 

（1）施設の能力を上回る洪水等の発生への対応 

近年の降雨傾向の変化や洪水被害の発生状況をみると、平成 24 年 7 月九州北部

豪雨、平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和元年 7 月、8 月の

大雨、令和 2 年 7 月豪雨、令和 3 年 8 月豪雨及び令和 5 年 7 月豪雨のような記録

的な豪雨、あるいはそれ以上の豪雨がいつ発生してもおかしくありません。甚大

な洪水被害から最低限人命を守るためには、地域住民及び市町が洪水被害に対す

る防災・減災を強く意識した社会を構築していくことが重要です。そのために、

「大規模氾濫に関する減災協議会」等を通じて国や市町等と連携し、地域住民も

含めて「施設では防ぎきれない規模の洪水も必ず発生するもの」と認識して取り

組む必要があります。 

 

（2）流域治水の推進 

気候変動による水災害の激甚化・頻発化によって想定を上回る洪水が発生する

おそれがあるため、ハード・ソフト対策、河川の利用・整備等に関する地域住民

との連携等、流域のあらゆる関係者で被害軽減にむけた「流域治水」（図 4-14 参

照）を推進します。 

筑後川水系では、流域治水を計画的に推進するため、令和 2 年 9 月に「筑後川

流域治水協議会」を設立し、「筑後川水系流域治水プロジェクト」をとりまとめて

います。また、令和 5 年 7 月豪雨を受け、甚大な被害が発生した巨瀬川流域にお

いて、災害を防止し、強靱な地域づくりを目指すため、令和 5 年 8 月に国・県・

市などで構成する「巨瀬川流域治水推進会議」を設立し、「筑後川水系流域治水プ

ロジェクト」に基づいた「筑後川水系巨瀬川流域治水プロジェクト」を令和 6 年

2 月に策定しました。 

これらのプロジェクトでは、河川管理者が取り組む河川区域における対策の進

捗を図るとともに、流域のあらゆる関係者が取り組む「氾濫をできるだけ防ぐ・

減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被害の軽減、早期復

旧・復興のための対策」について、『位置図』、『ロードマップ』、『取り組みの紹介』

により公表しています。 

巨瀬川流域では、河川改修事業や洪水調節施設の検討など行政が中心となって

進めるとともに、地域住民が災害リスクを自分事と捉え行動できるよう、住まい

方の工夫の検討等を推進することとしています。さらに、グリーンインフラの取

組を推進し、自然環境を健全に保つことで、災害に強い地域づくりを目指します。 

福岡県では、一級水系は令和 2 年 8 月から 9 月にかけて、二級水系は 4 つの圏

域に分けて令和 3 年 5 月に、国、県、市町村からなる「流域治水協議会」（図 4-15

参照）を設立しました。協議会において、「流域治水」（図 4-16 参照）を計画的に

推進するための協議、情報共有を行っています。取組の一環として、「氾濫をでき

るだけ防ぐ・減らすための対策」としての、ダムの事前放流の実施、体制の構築

を進めています。 
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図 4-14 流域治水による対策（出典：国土交通省九州地方整備局河川部 HP） 

図 4-15 福岡県内の流域治水協議会（出典：福岡県流域治水パンフレット） 

本圏域内の河川においても、今後の治水対策として、気候変動の進行に伴う豪

雨の激甚化・頻発化により、災害リスクが高まっていることを踏まえ、既存施設

の有効活用等の「流域治水」に取り組み、防災・減災対策を推進します。 

また、市街化の進展、または接続する河川の状況や周辺地形条件等により浸水

被害の防止が困難な河川については、「特定都市河川浸水被害対策法（平成 16 年

5 月施行、令和 3 年 11 月一部改正）」に基づく「特定都市河川」の指定を進め、

法的な枠組みを活用して、さらなる「流域治水」の推進を図ります。 
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図 4-17 福岡県「洪水浸水想定区域図」の公開ホームページ 

図 4-16 福岡県の流域治水の取り組み（出典：福岡県流域治水パンフレット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）グリーンインフラの推進 

本圏域内市町等による取り組みを促進するため、雨水貯留や浸透、多自然型調

整池整備等の自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの推進を図

ります。進めるにあたっては、関係者と国内外の先進事例等を共有するとととも

に、技術的支援等を行います。 

 

2.  ソフト対策の具体的な取り組み 

（1）水害発生の危険性に関する情報の提供 

水防法の規定に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定

し得る最大規模の降雨により、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪

水浸水想定区域として、県管理の 333 河川全てで指定しています。区域の指定と

併せて、洪水浸水想定区域図を公表しています。（図 4-17 参照）また、市町村は、

洪水浸水想定区域図を基に、避難所などの情報を重ねてハザードマップを作成し

ます。 

福 岡 県 「 洪 水 浸 水 想 定 区 域 図 」 の 公 開 ホ ー ム ペ ー ジ  

（ https://www.pref.fukuoka.lg. jp/contents/sinsui-soutei .html）  

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sinsui-soutei.html
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（2）リアルタイム防災情報（雨量、河川水位等）の提供  

洪水等による被害の発生または発生が予想される際には、正確な防災情報を収

集し、迅速に市町村や地域住民に提供することが重要です。 

洪水時に防災情報をリアルタイムで提供するため水位計の整備を進めるととも

に、圏域内の雨量や河川水位等を「福岡県総合防災情報」（図 4-18 参照）、防災ア

プリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」（図 4-19 参照）により、スマートフォン

やインターネットを利用して地域住民へ提供します。また、「福岡県防災ホームペ

ージ」では、気象情報、避難指示等及び避難所情報を地域住民へ提供するととも

に、防災への意識啓発を促す情報を発信します。（図 4-20 参照） 

水位周知河川については、市町村への水防情報の伝達を行うとともに、市町村

長が避難指示の発令を判断する支援として、洪水時の河川の状況を市町村長等へ

情報提供（ホットライン）する仕組みを構築します。 

 

 

 

＜ イ ン タ ー ネ ッ ト ＞  

福 岡 県 総 合 防 災 情 報 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg. jp/gis/info/top/menu） 

＜ ス マ ー ト フ ォ ン ＞  

福 岡 県 総 合 防 災 情 報 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg. jp/sp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-18 「福岡県総合防災情報」の各種情報アドレス 

 

パソコンの場合 ス マ ー ト フ ォ ンの場合 

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu
http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sp/
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図 4-19 防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の各種情報アドレス 

 

図 4-20 福岡県防災ホームページの情報アドレス 

 

 

防 災 ア プ リ 「 ふ く お か 防 災 ナ ビ ・ ま も る く ん 」 の 各 種 情 報 ア ド レ ス  

〈 ダ ウ ン ロ ー ド 先 〉  

Google Play（ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp. lg.fukuoka.pref.fukuoka_bosai） 

App Store（ https://apps.apple.com/jp/app/ふ く お か 防 災 ナ ビ ・ ま も る く ん /id1659756418） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 岡 県 防 災 ホ ー ム ペ ー ジ （ https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/）  

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.lg.fukuoka.pref.fukuoka_bosai
https://apps.apple.com/jp/app/
https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/
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（3）防災意識の向上のための市町村への支援 

洪水被害を軽減するためには、水防活動を実施する自治体や地域住民一人ひと

りの防災意識を高め、洪水時の迅速かつ的確な水防活動及び警戒・避難を実行す

る必要があります。そのため、日頃から河川に関する防災情報の提供や、関係機

関とも連携し、広報・支援体制の確立に努めるとともに、防災意識の啓発・向上

を図ります。 

洪水等による被害を最小限に抑えるためには、自助、共助、公助それぞれの災

害に対応する力を高めることが大切であることから、自助行動に関するパンフレ

ットを作成し、市町村職員や自主防災組織、一般住民向けに提供しています。（図

4-21 参照）併せて、災害の発生前から地域住民や関係機関が、迅速で的確な対応

をとるには、その対応をあらかじめ時系列に明確化したタイムライン（防災行動

計画）を活用した取り組みを行うことが重要であり、市町村がタイムラインを作

成する際、助言等の支援を行います。 

また、平成 29 年 7 月九州北部豪雨災害と同規模あるいはそれ以上の規模の災害

に対して、土砂災害警戒区域等の情報を共有し、避難対策の構築などによる災害

に強い地域づくりのために、河川事業、砂防事業及び市町村が連携した対策を推

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-21 総合的な被害軽減対策イメージ（自助、共助、公助） 

 
 
 

自らの命は、自ら守る！

個人や地域の力では
解決できないことにつ
いて、公的機関が行う。

自分たちの地域は、
自分たちで守る！

自 助

共 助 公 助
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3.  河川の利用・整備等に関する地域住民との連携 

（1）河川愛護意識等の普及及び啓発 

河川愛護月間等における行事、各種イベントを通じて河川愛護、美化意識の普

及、啓発に努め、それらを推進する組織づくりを支援するとともに、地域住民の

関心がよりいっそう河川に向くよう、積極的な広報活動等に努めます。（図 4-22、

写真 4-6、写真 4-7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-22 河川愛護意識の普及及び啓発の効果イメージ 
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みんなと一緒
だと元気が出
るね！

写真 4-7 ふくおか川の大掃除 

･各々で活動は行っていますが、連携が小さく活
動も地域により温度差があります。 

･情報が共有されていないため、流域内の団体が
一緒に活動できていません。 

･各流域内外での連携が強まり、小さな団体も含
めて活動も活発になります。 

･情報を収集し共有することにより、流域が一体
となった活動を目指すことができます。 

写真 4-6 ふくおか水もり自慢！ 
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（2）水難事故防止のための教育 

近年、局地的集中豪雨による水害及

び水難事故が全国各地で発生していま

す。  
国土交通省では、平成 20 年 7 月の兵

庫県都賀川の急な増水による痛ましい

事故を受け、「水難事故防止策検討ワ－

キンググル－プ」の設置及び対策の検

討が行われ、平成 21 年 1 月に報告書が

とりまとめられました。 

福岡県では、近年増加している局地

的集中豪雨による水難事故対策として、

河川を利用する方々に、天候の急変な

どによる急激な増水や水辺の危険箇所

を知ってもらうために、子どもを対象

とした｢ふくおか水辺の安全講座」（図

4-23、写真 4-8 参照）を平成 21 年度か

ら NPO 法人と協働で開催しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 4-8 水辺 の 安全 講座 の 様子  

ビデオにより川の危険箇所を知る 魚取り、カヌーで川の楽しさを学ぶ 

遭難したときの流され方、 
スローロープによる救助 

急な出水により中州に取り残され
た場合の集団での歩き方 

図 4-23「ふくおか水辺の安全講座」 

    案内パンフレット 
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（3）河川愛護活動の支援 

福岡県では、河川を管理していく上で、管理者が責務を全うすることに加え、

地域の財産である河川を地域の手で守ってもらうことが、永続的に健全な河川環

境を維持していく上で必要なことだと考えています。 

そのため、「クリーンリバー推進対策事業」として、河川愛護団体に河川の一部

区間の「里親」になってもらう届出制度を創出し、活動中における事故救済のた

めの保険への加入や報奨金・ゴミ袋・手袋の支給等の支援を行います。 

また、「企業協働河川愛護事業」として、自ら河川愛護活動を行う河川愛護企業

や、河川愛護団体だけでは実施が困難な作業等について河川愛護団体の支援（伐

木、伐根、整地など）を行う河川愛護活動支援企業の登録など、企業の地域貢献

と連携した支援を行います。（図 4-24 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-24 河川愛護団体、河川愛護企業及び河川愛護活動支援企業への支援 

 

 

 河川愛護団体（ボランティア団体） 河川愛護活動支援企業 

河川愛護企業 
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（4）環境に配慮した連携の重視 

河川やその周辺における不法投棄（写真

4-9 参照）、ごみのポイ捨て、生活雑排水、

また、外来生物の侵入等、多様な生物を育

む良好な河川環境を保全する上で、不利益

となる要因は種々あります。 

そのため、永続的に良好な河川環境が維

持できるよう、行政と地域住民、河川愛護

団体等とが連携し、環境教育・環境学習の

場として活用を図るとともに、それら活動

の促進・支援に努めます。また、在来種保全のための外来生物対策として、地域

住民等に対し、外来生物の侵入による在来種への影響や外来生物対策の必要性等

について広報・啓発活動に努めます。 

 

（5）河川情報の共有化の推進 

地域住民の一人ひとりが河川の現状と課題を認識し、行政とともに問題解決に

当たるためには、河川について広く理解してもらい、河川が有する優れた価値を

共有する必要があります。 

そのため、パンフレットの配布やイベントの開催、インターネット等様々な情

報伝達手段を活用することにより、情報の公開・提供に努めます。（図 4-25 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-25 インターネットホームページ（福岡県河川協会） 

 

写真4-9 不法投棄の例  


